
   

 令 和 ８ 年 ３ 月 ２ 日  

 議 案 参 考 資 料  

 ３ 月 定 例 会 議  

常  総  市 



 



議案第７２号関係 

1 

◎議案第７２号 友好都市の提携について 

 

東京都文京区は，徳川家康の孫である「千姫」を奉る菩提寺があることを縁

として，令和５年１月に大河ドラマ「千姫」誘致への参画以降，地域イベント

などを通じて着実に交流を重ね，両都市の信頼関係を築いてまいりました。 

本議案は，そうした既存の連携関係を更に発展させ，教育，文化，スポーツ，

産業及び災害時の相互応援等の多岐にわたる分野での交流を一層促進し，両都

市の持続可能な発展を図るため，その実現に向けて，友好都市の提携を行うも

のです。 

友好都市を提携することにより，両都市の発展に資する新たな取組が可能と

なるとともに，地域の魅力や課題を共有しながら，互いに学び合い支え合う関

係の構築が期待され，提携後は，各分野においてさまざまな形での交流を想定

しております。
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◎議案第７３号―議案第７５号 訴えの提起について 

 

議案第７３号から議案第７５号までの３議案につきましては，民事訴訟法の

規定による支払督促の申立てに係るもので，支払督促の相手方等について，順

にご説明いたします。 

まず，議案第７３号について，ご説明いたします。 

相手方らは，災害援護資金貸付金に係る主債務者及び連帯保証人の法定相続

人であり，相続放棄がなされていないことから，法定相続割合に従った債務を

負担する義務を負っております。 

次に，議案第７４号について，ご説明いたします。 

前議案同様，相手方らは，災害援護資金貸付金に係る主債務者及び連帯保証

人の法定相続人であり，相続放棄がなされていないことから，法定相続割合に

従った債務を負担する義務を負っております。 

次に，議案第７５号について，ご説明いたします。 

相手方は，災害援護資金貸付金の借入者の連帯保証人であります。 

主債務者である借入者は自己破産をしたことから主債務は免責となるものの，

自己破産の効力は連帯保証人には及ばないこととされております。 

 

以上の３件につきまして，災害援護資金貸付金に係る債務者である相手方ら

に対し，貸金債権の支払を求める催告を行っているにもかかわらず，その支払

に応じないことから支払督促の申立てを行うものです。 

支払督促については，債務者がその送達を受けた日から２週間以内に民事訴

訟法の規定による督促異議の申立てがなされた場合にあっては同法の規定によ

り支払督促の申立ての時に訴えの提起があったものとみなされ，通常訴訟に移

行することとなるため，地方自治法第９６条第１項第１２号の規定による議会

の議決が必要となることから，あらかじめ議会の議決を求めるものです。 
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◎議案第７６号 常総市議会議員及び常総市長の選挙における選挙運動の公費負

担に関する条例の一部を改正する条例について 

 

本案は，公職選挙法施行令の一部を改正する政令が令和７年６月に公布され，

国会議員の選挙における選挙運動について，ビラの作成及びポスターの作成に

係る公費負担の限度額が最近の物価変動を踏まえて引き上げられたことを受け，

市議会議員及び市長の選挙における公費負担の限度額を国の改正基準に準じて

見直し，適正な水準に引き上げる改正を行うものです。 

選挙運動用ビラの作成につきまして，市議会議員選挙にあっては４千枚，市

長選挙にあっては１万６千枚に１枚当たりの作成単価を乗じて得た額が公費負

担の上限となりますが，その作成単価を現行の「７円７３銭」から「６５銭」

を増額し，「８円３８銭」に引き上げます。 

次に，選挙運動用ポスターの作成につきまして，市議会議員選挙及び市長選

挙いずれもポスター掲示場２２４箇所に１枚当たりの作成単価を乗じて得た額

が公費負担の上限となりますが，その作成単価を現行の「５４１円３１銭」か

ら「４５円５７銭」を増額し，「５８６円８８銭」に引き上げます。 

 

(1) 選挙運動用ビラの作成に係る限度額の引上げ（１枚当たり） 

公費負担の種類 現 行 改正後 

選挙運動用ビラの作成単価 ７円７３銭 ８円３８銭 

 

(2) 選挙運動用ポスターの作成に係る限度額の引上げ（１枚当たり） 

公費負担の種類 現 行 改正後 

選挙運動用ポスターの作成単価 ５４１円３１銭 ５８６円８８銭 
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○常総市議会議員及び常総市長の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例 

平成６年１２月２１日 

条例第１６号 

（趣旨） 

第１条 この条例は，公職選挙法（昭和２５年法律第１００号。以下「法」とい

う。）第１４１条第８項，第１４２条第１１項及び第１４３条第１５項の規定

に基づき，常総市議会議員及び常総市長の選挙における法第１４１条第１項に

規定する自動車（以下「選挙運動用自動車」という。）の使用，法第１４２条

第１項第６号に規定するビラ（以下「選挙運動用ビラ」という。）の作成及び

法第１４３条第１項第５号に規定するポスター（以下「選挙運動用ポスター」

という。）の作成に要する費用の公費負担について必要な事項を定めるものと

する。 

（費用の公費負担） 

第２条 市は，常総市議会議員及び常総市長の選挙における候補者（以下「候補

者」という。）がその選挙において支払う次に掲げる費用について，第１０条

に規定する金額の範囲内において負担することができる。ただし，当該候補者

に係る供託物が法第９３条第１項（同条第２項において準用する場合を含む。）

の規定により市に帰属することとならない場合に限る。 

(1) 選挙運動用自動車を使用する費用 

(2) 選挙運動用ビラを作成する費用 

(3) 選挙運動用ポスターを作成する費用 

第３条―第５条 略 

（選挙運動用ビラの作成の契約締結の届出） 

第６条 候補者は，選挙運動用ビラの作成について第２条の規定の適用を受けよ

うとするときは，ビラの作成を業とする者（以下「ビラ作成業者」という。）

との間において選挙運動用ビラの作成について有償契約を締結し，その旨を委

員会に届け出なければならない。 

（選挙運動用ビラの作成の公費の支払） 

第７条 市は，候補者（前条の規定による届出をした者に限る。）が同条に規定

する契約に基づきビラ作成業者に支払うべき金額のうち，当該契約に基づき作

成された選挙運動用ビラの１枚当たりの作成単価（当該作成単価が７円７３銭

８円３８銭を超えるときは，７円７３銭８円３８銭とする。）に，作成枚数

（当該候補者を通じて，法第１４２条第１項第６号に規定する枚数の範囲内の
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ものであることについて，当該候補者からの申請に基づき，委員会が確認した

ものに限る。）を乗じて得た金額を，第２条ただし書に規定する要件に該当す

る場合に限り，当該ビラ作成業者からの請求に基づき，当該ビラ作成業者に支

払うものとする。 

（選挙運動用ポスターの作成の契約締結の届出） 

第８条 候補者は，選挙運動用ポスターの作成について第２条の規定の適用を受

けようとするときは，ポスターの作成を業とする者（以下「ポスター作成業者」

という。）との間において選挙運動用ポスターの作成について有償契約を締結

し，その旨を委員会に届け出なければならない。 

（選挙運動用ポスターの作成の公費の支払） 

第９条 市は，候補者（前条の規定による届出をした者に限る。）が同条に規定

する契約に基づきポスター作成業者に支払うべき金額のうち，当該契約に基づ

き作成された選挙運動用ポスターの１枚当たりの作成単価（当該作成単価が５

４１円３１銭５８６円８８銭を超えるときは，５４１円３１銭５８６円８８銭

とする。）に，作成枚数（当該作成枚数がその選挙におけるポスター掲示場の

数を超えるときは，ポスター掲示場の数とする。）を乗じて得た金額を，第２

条ただし書に規定する要件に該当する場合に限り，当該ポスター作成業者から

の請求に基づき，当該ポスター作成業者に支払うものとする。 

（公費負担の限度額） 

第１０条 第２条の規定による公費負担の限度額は，候補者１人について，次に

掲げるとおりとする。 

(1) 選挙運動用自動車の使用については，６４，５００円に法第８６条の４第

１項，第２項，第５項，第６項又は第８項の規定による候補者の届出のあっ

た日からその選挙の期日の前日までの日数を乗じて得た金額 

(2) 選挙運動用ビラの作成については，７円７３銭８円３８銭にその選挙にお

ける選挙運動用ビラの作成枚数（当該作成枚数が法第１４２条第１項第６号

に規定する枚数を超えるときは，同号に規定する枚数とする。）を乗じて得

た金額 

(3) 選挙運動用のポスターの作成については，５４１円３１銭５８６円８８銭

にその選挙におけるポスター掲示場の数を乗じて得た金額 

（委任） 

第１１条 この条例に定めるもののほか必要な事項は，委員会が定める。 

附 則 
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（施行期日） 

１ この条例は，公布の日から施行する。 

（適用区分） 

２ この条例の規定は，この条例の施行の日以後その期日を告示される選挙から

適用する。 

中略 

附 則（令和４年条例第２０号） 

この条例は，公布の日から施行する。 

附 則（令和８年条例第 号） 

この条例は，公布の日から施行する。 

 

 



議案第７７号関係 

8 

◎議案第７７号 常総市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例につい

て 

 

この条例は，令和７年８月７日の人事院勧告に準拠して給料表の月額並びに

期末手当及び勤勉手当の率等を改正するものです。 

まず，第１条につきまして，常総市職員の給与に関する条例を改正し，令和

７年１２月の期末手当の率を，０．０２５月分（再任用職員にあっても０．０

２５月分）引き上げるもので，次の表のとおり，一般の職員にあっては現行の

１．２５月から１．２７５月（再任用職員にあっては，０．７月から０．７２

５月）とし，給料表で６級以上の特定幹部職員にあっては現行の１．０５月か

ら１．０７５月（再任用職員にあっては０．６月から０．６２５月）とするも

のです。 

続いて，令和７年１２月の勤勉手当の率については，０．０２５月分（再任

用職員にあっても，０．０２５月分）引き上げるもので，一般の職員にあって

は，現行の１.０５月から１．０７５月（再任用職員にあっては，０．５月か

ら０.５２５月分）とし，給料表で６級以上の特定幹部職員にあっては，現行

の１．２５月から１．２７５月分（再任用職員にあっては，０．６月から０．

６２５月）とするものです。 

 

R７年度 期別 期末手当 勤勉手当 期別計 年間 比較 

一般職員 

6月期 
1.250 1.050 2.300 

4.650 

(4.600) 

－ 
(1.250) (1.050) (2.300) 

12月期 
1.275 1.075 2.350 

0.05 
(1.250) (1.050) (2.300) 

特定幹部

職員 

6月期 
1.050 1.250 2.300 

4.650 

(4.600) 

－ 
(1.050) (1.250) (2.300) 

12月期 
1.075 1.275 2.350 

0.05 
(1.050) (1.250) (2.300) 

一般職員

（再任用） 

6月期 
0.700 0.500 1.200 

2.450 

(2.400) 

－ 
(0.700) (0.500) (1.200) 

12月期 
0.725 0.525 1.250 

0.05 
(0.700) (0.500) (1.200) 
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特定幹部 

職員  

（再任用） 

6月期 
0.600 0.600 1.200 

2.450 

(2.400) 

－ 
(0.600) (0.600) (1.200) 

12月期 
0.625 0.625 1.250 

0.05 
(0.600) (0.600) (1.200) 

＊( )内は，令和7年4月1日現在の支給月数 

 

また，給料表の改正に関しましては，高卒の新規採用職員で最大１２，３０

０円，大卒程度の新規採用職員で最大１２，０００円を引き上げるとともに，

若年層から再任用職員までの全職員において段階的に１２，４００円から８，

３００円まで引き上げ額が下がることとなり，これを令和７年４月１日に遡っ

て適用することといたします。 

  

第２条に関しましては，第１条で引き上げた期末手当及び勤勉手当のそれぞ

れ０．０２５月分（再任用職員にあっても０．０２５月分）について，来年度

は，次の表のとおり６月と１２月に支給する期末手当及び勤勉手当に按分する

改正を行うものです。 

 

R８年度 期別 期末手当 勤勉手当 期別計 年間 比較 

一般職員 

6月期 
1.2625 1.0625 2.325 

4.650 

(4.650) 

 0.025 
(1.250) (1.050) (2.300) 

12月期 
1.2625 1.0625 2.325 

 △0.025 
(1.275) (1.075) (2.350) 

特定幹部

職員 

6月期 
1.0625 1.2625 2.325 

4.650 

(4.650) 

 0.025 
(1.050) (1.250) (2.300) 

12月期 
1.0625 1.2625 2.325 

 △0.025 
(1.075) (1.275) (2.350) 

一般職 

（再任用） 

6月期 
0.7125 0.5125 1.225 

2.450 

(2.450) 

 0.025 
(0.700) (0.500) (1.200) 

12月期 
0.7125 0.5125 1.225 

 △0.025 
(0.725) (0.525) (1.250) 
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特定幹部 

職員   

（再任用） 

6月期 
0.6125 0.6125 1.225 

2.450 

(2.450) 

 0.025 
(0.600) (0.600) (1.200) 

12月期 
0.6125 0.6125 1.225 

 △0.025 
(0.625) (0.625) (1.250) 

*( )内は,令和7年度の支給月数 

 

次に，令和７年８月７日の人事院勧告の地域手当の支給地域等の見直しに基

づき，これまで２％としていた地域手当支給割合を６％とする改正を行います。 

なお，地域手当の支給割合に関しては，同勧告において４％の級地と指定さ

れていますが，人材流出及び人材確保に対応するため，市独自の方針として

６％に増額改定を行います。 

また，派遣職員については，勤務先の地域手当支給割合に応じた額を支給す

る改正を行います。ただし，この支給割合については，当市の支給割合である

６％を下限とします。 

 

続いて，通勤手当について，令和７年８月７日の人事院勧告に基づき，支給

額を市規則にて定める改定を行います。また，支給額及び区分については国の

基準と同等とし，市独自の追加分を削除します。 

 

第３条に関しましては，常総市職員の給与に関する条例等の一部を改正する

条例（令和７年条例第４号）の附則の一部を改正します。一般職の地域手当及

び会計年度任用職員の地域手当相当分の支給割合について，令和１０年３月３

１日まで４％を２％としていた経過措置について，令和８年３月３１日までに

変更する改正を行うものです。 

 

第４条及び第５条に関しましては，今回改正する常総市職員の給与に関する

条例の期末及び勤勉手当率の変更に合わせて，条文中の読み替え部分を変更す

るものです。 

 

第６条に関しましては，常総市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に

関する条例について，特定任期付職員の給料月額期末手当及び勤勉手当の率を

改正するもので，給料月額については，次の表のとおり各号給の職員について

最大２１，０００円から最小１３,０００円を引き上げる改正を行うものです。 
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号給 
給料月額 

改定前 改定後 

１号 ３９２，０００円 ４０５，０００円 

２号 ４４０，０００円 ４５５，０００円 

３号 ４９２，０００円 ５０８，０００円 

４号 ５５５，０００円 ５７４，０００円 

５号 ６３４，０００円 ６５５，０００円 

期末手当及び勤勉手当の率については，令和７年１２月の期末手当の率を，

０．０２５月分引き上げるもので，次の表のとおり，現行の０．９５月から０．

９７５月とするものです。 

続いて，令和７年１２月の勤勉手当の率については，０．０２５月分引き上

げるもので，現行の０．８７５月から０．９月とするものです。 

R７年度 期別 期末手当 勤勉手当 期別計 年間 比較 

特定任用 

付職員 

6月期 
0.950 0.875 1.825 

3.700 

(3.650) 

－ 
(0.950) (0.875) (1.825) 

12月期 
0.975 0.900 1.875 

0.05 
(0.950) (0.875) (1.825) 

＊( )内は，令和7年4月1日現在の支給月数 

 

第７条に関しましては，第６条で引き上げた期末手当及び勤勉手当のそれぞ

れ０．０２５月分について，来年度は，次の表のとおり６月と１２月に支給す

る期末手当及び勤勉手当に按分する改正を行うものです。 

R８年度 期別 期末手当 勤勉手当 期別計 年間 比較 

特定任用 

付職員 

6月期 
0.9625 0.8875 1.850 

3.700 

(3.700) 

 0.025 
(0.950) (0.875) (1.825) 

12月期 
0.9625 0.8875 1.850 

△0.025 
(0.975) (0.900) (1.875) 

*( )内は,令和7年度の支給月数 

 

第８条に関しましては，会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例

について，地域手当相当分について，一般職の支給割合改正に合わせて４％か

ら６％に変更する改正を行います。 



議案第７７号関係 

12 

 

なお，この条例は，公布の日からの施行になりますが，第１条，第４条及び

第６条の規定による給料表の改定については，令和７年４月１日から適用とな

ります。また，第２条，第３条，第５条，第７条及び第８条の規定については，

令和８年４月１日からの施行となります。 
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○常総市職員の給与に関する条例 

昭和３２年１０月１日 

条例第９号 

（趣旨） 

第１条 この条例は，地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２０４条第３項

及び地方公務員法（昭和２５年法律第２６１号。以下「法」という。）第２４

条第５項の規定に基づき，職員の給与に関し必要な事項を定めるものとする。 

第２条―第４条 略 

（給料表） 

第５条 この条例に定める給料表は，別表第２のとおりとする。 

２ 前項の給料表は，第２１条に規定する職員以外の全ての職員に適用するもの

とする。 

第６条―第１７条の３ 略 

（期末手当） 

第１８条 期末手当は，６月１日及び１２月１日（以下この条から第１８条の３

までにおいてこれらの日を「基準日」という。）にそれぞれ在職する職員に対

して，それぞれ基準日の属する月の市規則で定める日（次条及び第１８条の３

においてこれらの日を「支給日」という。）に支給する。これらの基準日前１

か月以内に退職し，又は死亡した職員（第２２条第７項の規定の適用を受ける

職員及び市規則で定める職員を除く。）についても，同様とする。 

２ 期末手当の額は，期末手当基礎額に１００分の１２５，６月に支給する場合

には１００分の１２５，１２月に支給する場合には１００分の１２７．５（行

政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が６級以上であるもの並びに同

表以外の各給料表の適用を受ける職員でその職務の複雑，困難及び責任の度等

がこれに相当するもの（これらの職員のうち，市規則で定める職員を除く。第

１９条において「特定幹部職員」という。）にあっては，１００分の１０５６

月に支給する場合には１００分の１０５，１２月に支給する場合には１００分

の１０７．５）を乗じて得た額に，基準日以前６か月以内の期間における職員

の在職期間の次の各号に掲げる区分に応じ，当該各号に定める割合を乗じて得

た額とする。 

(1) ６か月 １００分の１００ 

(2) ５か月以上６か月未満 １００分の８０ 

(3) ３か月以上５か月未満 １００分の６０ 
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(4) ３か月未満 １００分の３０ 

３ 定年前再任用短時間勤務職員に対する前項の規定の適用については，同項中

「１００分の１２５」とあるのは「１００分の７０」と，「１００分の１２７．

５」とあるのは「１００分の７２．５」と，「１００分の１０５」とあるのは

「１００分の６０」と，「１００分の１０７．５」とあるのは「１００分の６

２．５」とする。 

４ 第２項の期末手当基礎額は，それぞれその基準日現在（退職し，又は死亡し

た職員にあっては，退職し，又は死亡した日現在）において職員が受けるべき

給料の月額（育児短時間勤務職員等にあっては，給料の月額を算出率で除して

得た額），扶養手当の月額及びこれらに対する地域手当の月額の合計額とする。 

５ 行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が３級以上であるものにつ

いては，前項の規定にかかわらず，同項に規定する合計額に，給料の月額（育

児短時間勤務職員等にあっては，給料の月額を算出率で除して得た額）に職員

の職の職制上の段階，職務の級等を考慮して市規則で定める職員の区分に応じ

て１００分の１５を超えない範囲内で市規則で定める割合を乗じて得た額を加

算した額を第２項の期末手当基礎額とする。 

６ 第２項に規定する在職期間の算定に関し必要な事項は，市規則で定める。 

第１８条の２―第１８条の３ 略 

（勤勉手当） 

第１９条 勤勉手当は，６月１日及び１２月１日（以下この項から第３項までに

おいてこれらの日を「基準日」という。）にそれぞれ在職する職員に対し，基

準日以前６か月以内の期間における当該職員の勤務成績に応じてそれぞれ基準

日の属する月の市規則で定める日に支給する。これらの基準日前１か月以内に

退職し，又は死亡した職員（市規則で定める職員を除く。）についても，同様

とする。 

２ 勤勉手当の額は，勤勉手当基礎額に，任命権者が市規則で定める基準に従っ

て定める割合を乗じて得た額とする。この場合において，各任命権者が支給す

る勤勉手当の額の，その者に所属する次の各号に掲げる職員の区分ごとの総額

は，それぞれ当該各号に定める額を超えてはならない。 

(1) 前項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 当該職員の勤

勉手当基礎額に当該職員がそれぞれの基準日現在（退職し，又は死亡した職

員にあっては，退職し，又は死亡した日現在。次項において同じ。）におい

て受けるべき扶養手当の月額を加算した額に，６月に支給する場合には１０
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０分の１０５（特定幹部職員にあっては，１００分の１２５），１２月に支

給する場合には１００分の１０７．５（特定幹部職員にあっては，１００分

の１２７．５）を乗じて得た額の総額 

(2) 前項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員 当該定年前再任用短時間

勤務職員の勤勉手当基礎額に，６月に支給する場合には１００分の５０（特

定幹部職員にあっては，１００分の６０），１２月に支給する場合には１０

０分の５２．５（特定幹部職員にあっては，１００分の６２．５）を乗じて

得た額の総額 

３ 前項の勤勉手当基礎額は，それぞれその基準日現在において職員が受けるべ

き給料の月額（育児短時間勤務職員等にあっては，給料の月額を算出率で除し

て得た額）及びこれに対する地域手当の月額の合計額とする。 

４ 第１８条第５項の規定は，第２項の勤勉手当基礎額について準用する。この

場合において，同条第５項中「前項」とあるのは「第１９条第３項」と，「同

項に規定する合計額」とあるのは「給料の月額」と読み替えるものとする。 

５ 前２条の規定は，第１項の規定による勤勉手当の支給について準用する。こ

の場合において，第１８条の２中「前条第１項」とあるのは「第１９条第１項」

と，同条第１号中「基準日から」とあるのは「基準日（第１９条第１項に規定

する基準日をいう。以下この条及び次条第５項第３号において同じ。）から」

と，「支給日」とあるのは「支給日（第１９条第１項に規定する市規則で定め

る日をいう。以下この条及び次条第１項において同じ。）」と読み替えるもの

とする。 

第２０条 略 

（会計年度任用職員の給与） 

第２１条 法第２２条の２第１項に規定する会計年度任用職員の給与については，

この条例の規定にかかわらず，常勤の職員の給与との権衡，その職務の特殊性

等を考慮して，別に条例で定める。 

第２２条―第２４条 略 

（市規則への委任） 

第２５条 この条例の施行に関し必要な事項は，市規則で定める。 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は公布の日から施行し，昭和３２年４月１日から適用する。 

２―２９ 略 
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中略 

附 則（令和７年条例第４号）抄 

（施行期日等） 

１ この条例は，公布の日から施行する。ただし，第２条及び第４条から第７条

までの規定並びに附則第４項から第８項まで及び第１０項の規定は，令和７年

４月１日から施行する。 

附 則（令和８年条例第 号） 

（施行期日等） 

１ この条例は，公布の日から施行する。ただし，第２条，第３条，第５条，第

７条及び第８条の規定は，令和８年４月１日から施行する。 

２ 第１条の規定による改正後の常総市職員の給与に関する条例（次項において

「改正後の給与条例」という。）の規定，第４条の規定による改正後の常総市

特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定及び第６条の規

定による改正後の常総市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条

例（次項において「改正後の任期付職員条例」という。）の規定は，令和７年

４月１日から適用する。 

（給与の内払） 

３ 改正後の給与条例又は改正後の任期付職員条例の規定を適用する場合におい

ては，第１条の規定による改正前の常総市職員の給与に関する条例の規定に基

づいて支給された給与又は第６条の規定による改正前の常総市一般職の任期付

職員の採用及び給与の特例に関する条例の規定に基づいて支給された給与は，

それぞれ改正後の給与条例の規定による給与又は改正後の任期付職員条例の規

定による給与の内払とみなす。 

（委任） 

４ 前２項に定めるもののほか，この条例の施行に関し必要な事項は，市規則で

定める。 
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別表第１ 略 

別表第２（第５条関係） 

行政職給料表 

職員

の区

分 

 職務

の級 
１級 ２級 ３級 ４級 ５級 ６級 ７級 

号給 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額 

定年

前再

任用

短時

間勤

務職

員以

外の

職員 

 円 円 円 円 円 円 円 

1 183,500 230,000 265,300 298,800 321,300 355,200 408,300 

 195,800 242,000 276,300 309,800 332,600 366,800 420,700 

2 184,600 231,500 266,300 300,300 323,100 356,900 410,200 

 196,900 243,300 277,300 311,300 334,400 368,500 422,600 

3 185,800 233,000 267,300 301,800 324,900 358,500 412,100 

 198,100 244,700 278,300 312,700 336,200 370,100 424,500 

4 186,900 234,500 268,300 303,200 326,600 360,100 413,900 

 199,200 246,100 279,300 314,100 337,900 371,700 426,300 

5 188,000 236,000 269,300 304,600 328,300 361,700 415,700 

  200,300 247,500 280,300 315,500 339,600 373,300 428,100 

 6 189,700 237,500 270,300 305,700 330,000 363,500 417,500 

  202,000 248,900 281,300 316,600 341,300 375,100 429,900 

 7 191,300 239,000 271,300 306,700 331,700 365,000 419,300 

  203,600 250,300 282,200 317,600 343,000 376,600 431,700 

 8 192,900 240,500 272,300 307,900 333,400 366,600 421,100 

  205,200 251,700 283,200 318,800 344,600 378,200 433,500 

 9 194,500 242,000 273,300 309,100 335,000 368,000 422,700 

  206,700 253,100 284,200 320,000 346,200 379,500 435,100 

 10 196,200 243,400 274,300 310,700 336,700 369,600 424,200 

  208,400 254,300 285,200 321,600 347,900 381,100 436,600 

 11 197,800 244,800 275,300 312,300 338,400 371,200 425,700 

  210,000 255,600 286,200 323,200 349,600 382,700 438,100 

 12 199,400 246,200 276,400 313,900 340,000 372,700 427,200 

  211,600 256,900 287,200 324,800 351,200 384,200 439,600 

 13 201,000 247,400 277,400 315,400 341,500 374,600 428,700 
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  213,100 258,100 288,200 326,200 352,700 386,100 441,100 

 14 202,700 248,600 278,700 317,000 343,100 376,500 430,000 

  214,800 259,300 289,500 327,800 354,300 388,000 442,400 

 15 204,400 249,800 280,000 318,600 344,700 378,400 431,300 

  216,500 260,500 290,800 329,400 355,900 389,900 443,700 

 16 206,100 251,000 281,200 320,200 346,200 380,200 432,500 

  218,200 261,700 292,000 331,000 357,400 391,700 444,900 

 17 207,400 252,100 282,500 321,700 347,600 381,700 433,700 

  219,400 262,800 293,200 332,400 358,800 393,200 446,100 

 18 209,000 253,200 283,800 323,400 349,300 383,500 435,000 

  221,000 263,900 294,500 334,100 360,500 395,000 447,400 

 19 210,600 254,300 285,000 325,000 350,900 385,200 436,300 

  222,600 265,000 295,700 335,700 362,100 396,700 448,700 

 20 212,100 255,400 286,200 326,600 352,500 386,800 437,500 

  224,100 266,100 296,900 337,300 363,700 398,300 449,900 

 21 213,600 256,400 287,300 328,000 353,700 388,500 438,700 

  225,600 267,000 297,900 338,700 364,800 400,000 451,100 

 22 215,200 257,400 288,500 329,700 355,200 389,900 439,500 

  227,200 268,000 299,100 340,400 366,300 401,400 451,900 

 23 216,800 258,400 289,800 331,400 356,700 391,300 440,300 

  228,800 269,000 300,300 342,100 367,800 402,800 452,700 

 24 218,400 259,400 291,100 333,000 358,200 392,700 441,100 

  230,400 270,000 301,600 343,700 369,300 404,200 453,500 

 25 220,000 260,400 292,400 334,200 359,900 394,100 441,700 

  232,000 271,000 302,900 344,900 371,000 405,600 454,100 

 26 221,700 261,300 293,400 336,100 361,700 395,300 442,300 

  233,700 271,900 303,900 346,800 372,800 406,800 454,700 

 27 223,000 262,200 294,400 337,800 363,400 396,500 442,900 

  235,000 272,700 304,900 348,500 374,400 408,000 455,300 

 28 224,300 263,100 295,500 339,400 365,100 397,500 443,500 

  236,300 273,600 305,900 350,100 376,100 409,000 455,900 

 29 225,600 263,900 296,600 340,900 366,500 398,600 444,200 

  237,600 274,400 307,000 351,600 377,500 410,100 456,600 
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 30 226,700 264,700 297,800 342,500 367,800 399,800 445,000 

  238,700 275,200 308,200 353,200 378,800 411,300 457,400 

 31 227,800 265,500 298,900 344,100 369,000 400,900 445,400 

  239,800 276,000 309,300 354,800 380,000 412,400 457,800 

 32 228,900 266,300 300,100 345,700 370,400 402,000 446,100 

  240,900 276,700 310,500 356,400 381,400 413,500 458,500 

 33 230,000 267,000 301,300 347,400 371,500 402,700 446,600 

  242,000 277,400 311,600 358,100 382,500 414,200 459,000 

 34 231,100 267,800 302,600 349,200 372,400 403,400 447,000 

  242,900 278,200 312,900 359,900 383,400 414,900 459,400 

 35 232,200 268,600 303,900 351,000 373,400 404,100 447,400 

  243,800 279,000 314,200 361,700 384,400 415,500 459,800 

 36 233,300 269,300 305,200 352,800 374,500 404,800 447,800 

  244,800 279,600 315,500 363,500 385,400 416,200 460,200 

 37 234,400 270,000 306,500 354,300 375,300 405,400 448,200 

  245,800 280,300 316,700 365,000 386,200 416,800 460,600 

 38 235,400 270,800 307,800 355,700 376,200 406,000 448,600 

  246,700 281,100 318,000 366,400 387,100 417,400 460,900 

 39 236,400 271,600 309,100 357,100 377,100 406,500 449,000 

  247,600 281,800 319,300 367,800 388,000 417,900 461,200 

 40 237,300 272,300 310,400 358,500 377,900 406,900 449,300 

  248,400 282,500 320,600 369,200 388,800 418,300 461,500 

 41 238,200 273,000 311,700 360,000 378,700 407,300 449,600 

  249,200 283,200 321,900 370,700 389,600 418,700 461,800 

 42 239,100 273,800 313,000 360,800 379,500 407,500 450,000 

  249,900 283,900 323,100 371,500 390,400 418,900 462,100 

 43 239,900 274,600 314,300 361,800 380,300 407,800 450,300 

  250,500 284,600 324,400 372,400 391,200 419,200 462,400 

 44 240,700 275,300 315,400 362,800 381,000 408,100 450,600 

  251,100 285,300 325,500 373,400 391,900 419,500 462,700 

 45 241,400 276,000 316,300 363,700 381,700 408,400 450,900 

  251,800 286,000 326,400 374,300 392,600 419,800 463,000 

 46 242,000 276,700 317,600 364,800 382,400 408,700  
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  252,400 286,600 327,700 375,400 393,300 420,100  

 47 242,600 277,400 318,900 365,700 383,100 409,000  

  253,000 287,300 329,000 376,300 394,000 420,400  

 48 243,200 278,100 320,200 366,700 383,800 409,300  

  253,600 287,900 330,300 377,300 394,700 420,700  

 49 243,800 278,800 321,400 367,600 384,300 409,500  

  254,100 288,600 331,400 378,200 395,200 420,900  

 50 244,400 279,500 322,700 368,300 384,900 409,800  

  254,700 289,200 332,700 378,900 395,800 421,200  

 51 245,000 280,200 323,900 369,000 385,500 410,100  

  255,300 289,900 333,900 379,600 396,400 421,400  

 52 245,500 280,900 325,100 369,600 386,200 410,400  

  255,800 290,600 335,100 380,200 397,100 421,700  

 53 246,000 281,500 326,400 370,000 386,600 410,600  

  256,200 291,100 336,400 380,600 397,500 421,900  

 54 246,400 282,200 327,500 370,600 387,200 410,900  

  256,600 291,700 337,400 381,200 398,100 422,200  

 55 246,700 282,800 328,600 371,300 387,800 411,200  

  256,900 292,300 338,500 381,800 398,700 422,500  

 56 247,000 283,500 329,700 372,000 388,300 411,500  

  257,200 293,000 339,600 382,500 399,200 422,800  

 57 247,300 284,100 330,400 372,300 388,700 411,700  

  257,500 293,600 340,300 382,800 399,600 423,000  

 58 247,600 284,800 331,300 373,000 389,300 412,000  

  257,800 294,200 341,200 383,500 400,200 423,300  

 59 247,900 285,400 332,000 373,700 389,900 412,300  

  258,100 294,800 341,900 384,200 400,800 423,600  

 60 248,200 286,100 332,800 374,300 390,400 412,500  

  258,400 295,500 342,700 384,800 401,300 423,800  

 61 248,500 286,700 333,600 374,600 390,800 412,700  

  258,700 296,100 343,500 385,100 401,700 424,000  

 62 248,800 287,400 334,000 375,100 391,300 413,000  

  259,000 296,700 343,900 385,600 402,200 424,300  
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 63 249,100 288,000 334,600 375,700 391,800 413,300  

  259,300 297,200 344,400 386,200 402,700 424,600  

 64 249,400 288,500 335,300 376,300 392,400 413,500  

  259,600 297,700 345,100 386,800 403,300 424,800  

 65 249,700 289,000 336,100 376,600 392,700 413,700  

  259,900 298,200 345,900 387,100 403,600 425,000  

 66 250,000 289,600 336,800 377,200 393,100 414,000  

  260,200 298,800 346,600 387,700 404,000 425,300  

 67 250,300 290,100 337,500 377,900 393,500 414,300  

  260,500 299,300 347,300 388,400 404,300 425,600  

 68 250,600 290,700 338,100 378,500 393,900 414,500  

  260,800 299,900 347,900 389,000 404,700 425,800  

 69 250,900 291,200 338,600 378,900 394,200 414,700  

  261,100 300,300 348,400 389,400 405,000 426,000  

 70 251,200 291,700 339,200 379,400 394,500 415,000  

  261,400 300,800 349,000 389,900 405,300 426,300  

 71 251,500 292,300 339,700 380,000 394,800 415,300  

  261,700 301,300 349,500 390,500 405,600 426,600  

 72 251,800 292,900 340,300 380,500 395,000 415,500  

  262,000 301,900 350,100 391,000 405,800 426,800  

 73 252,100 293,400 340,600 381,000 395,200 415,700  

  262,300 302,400 350,400 391,500 406,000 427,000  

 74 252,400 293,900 341,100 381,600 395,500   

  262,600 302,800 350,900 392,100 406,300   

 75 252,700 294,300 341,500 382,100 395,800   

  262,900 303,100 351,200 392,500 406,600   

 76 253,000 294,600 341,900 382,400 396,000   

  263,200 303,400 351,600 392,800 406,800   

 77 253,300 294,800 342,300 382,800 396,200   

  263,500 303,600 352,000 393,200 407,000   

 78 253,600 295,100 342,800 383,300 396,500   

  263,800 303,900 352,500 393,700 407,300   

 79 253,900 295,300 343,300 383,700 396,800   
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  264,100 304,100 353,000 394,100 407,600   

 80 254,200 295,600 343,800 384,100 397,000   

  264,400 304,400 353,500 394,500 407,800   

 81 254,500 295,800 344,100 384,500 397,200   

  264,700 304,600 353,800 394,900 408,000   

 82 254,800 296,000 344,500 385,000 397,500   

  265,000 304,800 354,200 395,400 408,300   

 83 255,100 296,300 344,900 385,400 397,800   

  265,300 305,100 354,600 395,800 408,600   

 84 255,400 296,500 345,300 385,800 398,000   

  265,600 305,300 355,000 396,200 408,800   

 85 255,700 296,800 345,600 386,100 398,200   

  265,900 305,600 355,300 396,500 409,000   

 86 256,000 297,100 346,000     

  266,200 305,800 355,700     

 87 256,300 297,400 346,400     

  266,500 306,100 356,100     

 88 256,600 297,700 346,800     

  266,800 306,400 356,500     

 89 256,900 298,000 347,000     

  267,100 306,700 356,700     

 90 257,200 298,300 347,400     

  267,400 307,000 357,100     

 91 257,500 298,600 347,800     

  267,700 307,300 357,500     

 92 257,800 299,000 348,200     

  268,000 307,600 357,900     

 93 258,100 299,200 348,400     

  268,300 307,800 358,100     

 94  299,400 348,800     

   308,000 358,400     

 95  299,700 349,200     

   308,300 358,800     
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 96  300,100 349,500     

   308,700 359,100     

 97  300,300 349,800     

   308,900 359,400     

 98  300,600 350,200     

   309,200 359,800     

 99  301,000 350,600     

   309,500 360,200     

 100  301,400 351,000     

   309,900 360,600     

 101  301,600 351,500     

   310,100 361,100     

 102  301,900 351,900     

   310,400 361,500     

 103  302,200 352,300     

   310,700 361,900     

 104  302,500 352,700     

   311,000 362,300     

 105  302,700 353,200     

   311,200 362,800     

 106  303,000 353,600     

   311,500 363,200     

 107  303,300 353,900     

   311,800 363,500     

 108  303,600 354,200     

   312,100 363,800     

 109  303,800 354,700     

   312,300 364,200     

 110  304,200      

   312,600      

 111  304,600      

   313,000      

 112  304,900      
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   313,300      

 113  305,100      

   313,500      

 114  305,300      

   313,700      

 115  305,600      

   314,000      

 116  306,000      

   314,400      

 117  306,200      

   314,600      

 118  306,400      

   314,800      

 119  306,700      

   315,100      

 120  307,000      

   315,400      

 121  307,400      

   315,700      

 122  307,600      

   315,900      

 123  307,900      

   316,200      

 124  308,200      

   316,500      

 125  308,500      

   316,800      

定年

前再

任用

短時

間勤

務職

員 

 基準給料

月 額 

基準給料

月 額 

基準給料

月 額 

基準給料

月 額 

基準給料

月 額 

基準給料

月 額 

基準給料

月 額 

 円 円 円 円 円 円 円 

 
192,000

200,300 

219,500

227,800 

260,000

269,500 

279,700

290,100 

294,900

305,700 

320,600

331,900 

362,700

374,800 
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備考 この表は，他の給料表の適用を受けない全ての職員に適用する。ただし，

第２１条に規定する職員を除く。 
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○常総市職員の給与に関する条例 

条文は，議案第７７号 常総市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例第１

条の規定による改正後の常総市職員の給与に関する条例（公布日施行）のもの 

昭和３２年１０月１日 

条例第９号 

（趣旨） 

第１条 この条例は，地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２０４条第３項

及び地方公務員法（昭和２５年法律第２６１号。以下「法」という。）第２４

条第５項の規定に基づき，職員の給与に関し必要な事項を定めるものとする。 

第２条―第９条の２ 略 

（扶養手当） 

第１０条 扶養手当は，扶養親族のある職員に対して支給する。 

２ 前項の扶養親族とは，次に掲げる者で他に生計の途がなく主としてその職員

の扶養を受けているものをいう。 

(1) 満２２歳に達する日以後の最初の３月３１日までの間にある子 

(2) 満２２歳に達する日以後の最初の３月３１日までの間にある孫 

(3) 満６０歳以上の父母及び祖父母 

(4) 満２２歳に達する日以後の最初の３月３１日までの間にある弟妹 

(5) 重度心身障害者 

３ 扶養手当の月額は，前項第１号に該当する扶養親族（次項において「扶養親

族たる子」という。）については１人につき１万３，０００円１３，０００円，

前項第２号から第５号までのいずれかに該当する扶養親族については１人につ

き６，５００円とする。 

４ 扶養親族たる子のうちに満１５歳に達する日後の最初の４月１日から満２２

歳に達する日以後の最初の３月３１日までの間にある子がいる場合における扶

養手当の月額は，前項の規定にかかわらず，５，０００円に当該期間にある当

該扶養親族たる子の数を乗じて得た額を同項の規定による額に加算した額とす

る。 

５ 前各項に規定するもののほか，扶養親族の数の変更に伴う支給額の改定その

他扶養手当の支給に関し必要な事項は，規則で定める。 

第１１条 削除 

（地域手当） 

第１１条の２ 地域手当は，地域における民間の賃金水準を基礎として，地域に
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おける物価等を考慮して職員に支給する。 

２ 地域手当の月額は，給料，管理職手当及び扶養手当の月額の合計額に１００

分の４１００分の６を乗じて得た額とする。 

３ 前項の規定にかかわらず，他の地方公共団体，一部事務組合等（以下この項

において「地方公共団体等」という。）への派遣等により，地方公共団体等に

在勤する職員の地域手当の月額は，給料，管理職手当及び扶養手当の月額の合

計額に当該地方公共団体等が定める割合を乗じて得た額とする。ただし，当該

地方公共団体等が定める割合が同項に定める割合に達しない場合にあっては，

同項に定める割合を乗じて得た額とする。 

第１１条の３ 略 

（通勤手当） 

第１１条の４ 通勤手当は，次に掲げる職員に支給する。 

(1) 通勤（職員が勤務のため，その者の住居と在勤庁との間を往復することを

いう。以下この条において同じ。）のため交通機関又は有料の道路（以下こ

の条において「交通機関等」という。）を利用してその運賃又は料金（以下

この項及び次項において「運賃等」という。）を負担することを常例とする

職員（交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以

外の職員であって交通機関等を利用しないで徒歩により通勤するものとした

場合の通勤距離（職員の住居から在勤庁までに至る経路のうち一般に利用し

得る最短の経路の長さによるものとする。以下この項において同じ。）が片

道２キロメートル未満であるもの及び第３号に掲げる職員を除く。） 

(2) 通勤のため自動車その他の交通の用具で市規則で定めるもの（以下この条

において「自動車等」という。）を使用することを常例とする職員（自動車

等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であっ

て自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が

片道２キロメートル未満であるもの及び次号に掲げる職員を除く。） 

(3) 通勤のため交通機関等を利用してその運賃等を負担し，かつ，自動車等を

使用することを常例とする職員（交通機関等を利用し，又は自動車等を使用

しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって，交通

機関等を利用せず，かつ，自動車等を使用しないで徒歩により通勤するもの

とした場合の通勤距離が片道２キロメートル未満であるものを除く。） 

２ 通勤手当の額は，次の各号に掲げる職員の区分に応じ，当該各号に定める額

とする。 
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(1) 前項第１号に掲げる職員 支給単位期間につき，市規則で定めるところに

より算出した当該職員の支給単位期間の通勤に要する運賃等の額に相当する

額（次項において「運賃等相当額」という。） 

(2) 前項第２号に掲げる職員 次に掲げる職員の区分に応じ，支給単位期間に

つき，それぞれ次に６６，４００円を超えない範囲内で自動車等の使用距離

の区分に応じて市規則で定める額（育児短時間勤務職員等，定年前再任用短

時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員のうち支給単位期間当たりの通勤回

数を考慮して市規則で定める職員にあっては，その額から，その額に市規則

で定める割合を乗じて得た額を減じた額）に４，０００円を超えない範囲内

において市規則で定める額を加算した額 

ア 自動車等の使用距離（以下この号において「使用距離」という。）が片

道５キロメートル未満である職員 ２，０００円 

イ 使用距離が片道５キロメートル以上１０キロメートル未満である職員 

４，２００円 

ウ 使用距離が片道１０キロメートル以上１５キロメートル未満である職員

 ７，１００円 

エ 使用距離が片道１５キロメートル以上２０キロメートル未満である職員

 １０，０００円 

オ 使用距離が片道２０キロメートル以上２５キロメートル未満である職員

 １２，９００円 

カ 使用距離が片道２５キロメートル以上３０キロメートル未満である職員

 １５，８００円 

キ 使用距離が片道３０キロメートル以上３５キロメートル未満である職員

 １８，７００円 

ク 使用距離が片道３５キロメートル以上４０キロメートル未満である職員

 ２１，６００円 

ケ 使用距離が片道４０キロメートル以上４５キロメートル未満である職員

 ２４，４００円 

コ 使用距離が片道４５キロメートル以上５０キロメートル未満である職員

 ２６，２００円 

サ 使用距離が片道５０キロメートル以上５５キロメートル未満である職員

 ２８，０００円 

シ 使用距離が片道５５キロメートル以上６０キロメートル未満である職員
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 ２９，８００円 

ス 使用距離が片道６０キロメートル以上である職員 ３１，６００円 

(3) 前項第３号に掲げる職員 交通機関等を利用せず，かつ，自動車等を使用

しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離，交通機関等の利用

距離，自動車等の使用距離等の事情を考慮して市規則で定める区分に応じ，

前２号に定める額 

３ 運賃等相当額をその支給単位期間の月数で除して得た額（交通機関等が２以

上ある場合においては，その合計額）及び前項第２号に定める額の合計額が１

５万円１５０，０００円を超える職員の通勤手当の額は，同項の規定にかかわ

らず，当該職員の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間に

つき，１５万円１５０，０００円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額と

する。 

４ 通勤手当は，支給単位期間（市規則で定める通勤手当にあっては，市規則で

定める期間）に係る最初の月の市規則で定める日に支給する。 

５ 通勤手当を支給される職員につき，離職その他の市規則で定める事由が生じ

た場合には，当該職員に，支給単位期間のうちこれらの事由が生じた後の期間

を考慮して市規則で定める額を返納させるものとする。 

６ この条において「支給単位期間」とは，通勤手当の支給の単位となる期間と

して６か月を超えない範囲内で１か月を単位として市規則で定める期間（自動

車等に係る通勤手当にあっては１か月）をいう。 

７ 前各項に規定するもののほか，通勤の実情の変更に伴う支給額の改定その他

通勤手当の支給及び返納に関し必要な事項は，市規則で定める。 

第１１条の５―第１７条の３ 略 

（期末手当） 

第１８条 期末手当は，６月１日及び１２月１日（以下この条から第１８条の３

までにおいてこれらの日を「基準日」という。）にそれぞれ在職する職員に対

して，それぞれ基準日の属する月の市規則で定める日（次条及び第１８条の３

においてこれらの日を「支給日」という。）に支給する。これらの基準日前１

か月以内に退職し，又は死亡した職員（第２２条第７項の規定の適用を受ける

職員及び市規則で定める職員を除く。）についても，同様とする。 

２ 期末手当の額は，期末手当基礎額に，６月に支給する場合には１００分の１

２５，１２月に支給する場合には１００分の１２７．５１００分の１２６．２

５（行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が６級以上であるもの並



議案第７７号（第２条・第３条）関係 

 

 

30 

びに同表以外の各給料表の適用を受ける職員でその職務の複雑，困難及び責任

の度等がこれに相当するもの（これらの職員のうち，市規則で定める職員を除

く。第１９条において「特定幹部職員」という。）にあっては，６月に支給す

る場合には１００分の１０５，１２月に支給する場合には１００分の１０７．

５１００分の１０６．２５）を乗じて得た額に，基準日以前６か月以内の期間

における職員の在職期間の次の各号に掲げる区分に応じ，当該各号に定める割

合を乗じて得た額とする。 

(1) ６か月 １００分の１００ 

(2) ５か月以上６か月未満 １００分の８０ 

(3) ３か月以上５か月未満 １００分の６０ 

(4) ３か月未満 １００分の３０ 

３ 定年前再任用短時間勤務職員に対する前項の規定の適用については，同項中

「１００分の１２５」とあるのは「１００分の７０」と，「１００分の１２７．

５」とあるのは「１００分の７２．５」と，「１００分の１０５」とあるのは

「１００分の６０」と，「１００分の１０７．５」とあるのは「１００分の６

２．５」する。 

３ 定年前再任用短時間勤務職員に対する前項の規定の適用については，同項中

「１００分の１２６．２５」とあるのは「１００分の７１．２５」と，「１０

０分の１０６．２５」とあるのは「１００分の６１．２５」とする。 

４ 第２項の期末手当基礎額は，それぞれその基準日現在（退職し，又は死亡し

た職員にあっては，退職し，又は死亡した日現在）において職員が受けるべき

給料の月額（育児短時間勤務職員等にあっては，給料の月額を算出率で除して

得た額），扶養手当の月額及びこれらに対する地域手当の月額の合計額とする。 

５ 行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が３級以上であるものにつ

いては，前項の規定にかかわらず，同項に規定する合計額に，給料の月額（育

児短時間勤務職員等にあっては，給料の月額を算出率で除して得た額）に職員

の職の職制上の段階，職務の級等を考慮して市規則で定める職員の区分に応じ

て１００分の１５を超えない範囲内で市規則で定める割合を乗じて得た額を加

算した額を第２項の期末手当基礎額とする。 

６ 第２項に規定する在職期間の算定に関し必要な事項は，市規則で定める。 

第１８条の２―第１８条の３ 略 

（勤勉手当） 

第１９条 勤勉手当は，６月１日及び１２月１日（以下この項から第３項までに
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おいてこれらの日を「基準日」という。）にそれぞれ在職する職員に対し，基

準日以前６か月以内の期間における当該職員の勤務成績に応じてそれぞれ基準

日の属する月の市規則で定める日に支給する。これらの基準日前１か月以内に

退職し，又は死亡した職員（市規則で定める職員を除く。）についても，同様

とする。 

２ 勤勉手当の額は，勤勉手当基礎額に，任命権者が市規則で定める基準に従っ

て定める割合を乗じて得た額とする。この場合において，各任命権者が支給す

る勤勉手当の額の，その者に所属する次の各号に掲げる職員の区分ごとの総額

は，それぞれ当該各号に定める額を超えてはならない。 

(1) 前項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 当該職員の勤

勉手当基礎額に当該職員がそれぞれの基準日現在（退職し，又は死亡した職

員にあっては，退職し，又は死亡した日現在。次項において同じ。）におい

て受けるべき扶養手当の月額を加算した額に，６月に支給する場合には１０

０分の１０５１００分の１０６．２５（特定幹部職員にあっては，１００分

の１２５），１２月に支給する場合には１００分の１０７．５（特定幹部職

員にあっては，１００分の１２７．５１００分の１２６．２５）を乗じて得

た額の総額 

(2) 前項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員 当該定年前再任用短時間

勤務職員の勤勉手当基礎額に，６月に支給する場合には１００分の５０１０

０分の５１．２５（特定幹部職員にあっては，１００分の６０），１２月に

支給する場合には１００分の５２．５（特定幹部職員にあっては，１００分

の６２．５１００分の６１．２５）を乗じて得た額の総額 

３ 前項の勤勉手当基礎額は，それぞれその基準日現在において職員が受けるべ

き給料の月額（育児短時間勤務職員等にあっては，給料の月額を算出率で除し

て得た額）及びこれに対する地域手当の月額の合計額とする。 

４ 第１８条第５項の規定は，第２項の勤勉手当基礎額について準用する。この

場合において，同条第５項中「前項」とあるのは「第１９条第３項」と，「同

項に規定する合計額」とあるのは「給料の月額」と読み替えるものとする。 

５ 前２条の規定は，第１項の規定による勤勉手当の支給について準用する。こ

の場合において，第１８条の２中「前条第１項」とあるのは「第１９条第１項」

と，同条第１号中「基準日から」とあるのは「基準日（第１９条第１項に規定

する基準日をいう。以下この条及び次条第５項第３号において同じ。）から」

と，「支給日」とあるのは「支給日（第１９条第１項に規定する市規則で定め
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る日をいう。以下この条及び次条第１項において同じ。）」と読み替えるもの

とする。 

第２０条―第２４条 略 

（市規則への委任） 

第２５条 この条例の施行に関し必要な事項は，市規則で定める。 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は公布の日から施行し，昭和３２年４月１日から適用する。 

２―２９ 略 

中略 

附 則（令和７年条例第４号）抄 

（施行期日等） 

１ この条例は，公布の日から施行する。ただし，第２条及び第４条から第７条

までの規定並びに附則第４項から第８項まで及び第１０項の規定は，令和７年

４月１日から施行する。 

２―６ 略 

（令和１０年３月３１日令和８年３月３１日までの間における地域手当に関す

る経過措置） 

７ 切替日から令和１０年３月３１日令和８年３月３１日までの間における第２

条改正後給与条例第１１条の２の規定の適用については，同条第２項中「１０

０分の４」とあるのは，「１００分の２」とする。 

８ 切替日から令和１０年３月３１日令和８年３月３１日までの間における第５

条の規定による改正後の常総市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する

条例第２０条の規定の適用については，同条第４項中「１００分の４」とある

のは，「１００分の２」とする。 

９・１０ 略 

附 則（令和８年条例第 号）抄 

（施行期日等） 

１ この条例は，公布の日から施行する。ただし，第２条，第３条，第５条，第

７条及び第８条の規定は，令和８年４月１日から施行する。 
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○常総市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例 

昭和３２年１０月１日 

条例第１５号 

（趣旨） 

第１条 この条例は，地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２０４条第３項

の規定に基づき，市長，副市長及び教育長に対する給与及び旅費の額並びにそ

の支給方法に関し，必要な事項を定めるものとする。 

第２条―第３条の２ 略 

（期末手当の額） 

第４条 期末手当の額は，給与条例第１８条第２項，第４項及び第５項の規定を

準用して算出された額とする。この場合において，同条第２項中「１００分の

１２５」とあり，及び「１００分の１２７．５」とあるのは「１００分の１７

５」と，同条第５項中「行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が３

級以上であるもの」とあるのは「規則で定める職員」と，「職員の職の職制上

の段階，職務の級等を考慮して市規則で定める職員の区分に応じて」とあるの

は「職務等に応じて」と読み替えるものとする。 

【第５条関係（令和８年４月１日施行分】 

（期末手当の額） 

第４条 期末手当の額は，給与条例第１８条第２項，第４項及び第５項の規定

を準用して算出された額とする。この場合において，同条第２項中「１００

分の１２５」とあり，及び「１００分の１２７．５１００分の１２６．２

５」とあるのは「１００分の１７５」と，同条第５項中「行政職給料表の適

用を受ける職員でその職務の級が３級以上であるもの」とあるのは「規則で

定める職員」と，「職員の職の職制上の段階，職務の級等を考慮して市規則

で定める職員の区分に応じて」とあるのは「職務等に応じて」と読み替える

ものとする。 

第４条の２―第７条 略 

（旅費の支給方法） 

第８条 旅費の支給方法は，一般職の職員の旅費支給の例によるものとする。た

だし，一般職旅費条例第１６条ただし書の規定については，この限りでない。 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は，公布の日から施行し，昭和３２年４月１日から適用する。ただ
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し，旅費に関する規定は，この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用す

る。 

（経過措置） 

２ この条例の施行の日前に出発した旅行については，なお従前の例による。 

３ 公用車等を利用した場合には当分の間，第６条及び第７条の規定にかかわら

ず鉄道賃，船賃及び車賃は，支給しない。 

４ 特別車両料金及び特別船室料金については，第６条の規定にかかわらず，常

総市職員の旅費に関する条例附則第５項の規定は適用しない。 

（石下町の編入に伴う経過措置） 

５ 石下町の編入の日前に，石下町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に

関する条例（昭和３２年石下町条例第１１号。以下「石下町条例」という。）

の適用を受けていた者が同日前に出発した旅行に係る旅費については，なお石

下町条例の例による。 

（平成２１年６月に支給する期末手当に関する特例措置） 

６ 平成２１年６月に支給する期末手当に関する第４条の規定の適用については，

同条中「「１００分の１６０，」」とあるのは「「１００分の１４５，」」と

する。 

（期末手当に関する特例措置） 

７ 第４条の２の規定により一般職の職員の例によるとされる市長の期末手当

（令和２年６月１日を基準日とするものに限る。）については，給与条例第１

８条第１項の規定にかかわらず，これを支給しない。 

中略 

附 則（令和７年条例第５号）抄 

（施行期日等） 

１ この条例は，公布の日から施行する。ただし，第２条の規定は，令和７年４

月１日から施行する。 

附 則（令和８年条例第 号）抄 

（施行期日等） 

１ この条例は，公布の日から施行する。ただし，第２条，第３条，第５条，第

７条及び第８条の規定は，令和８年４月１日から施行する。 

別表第１・別表第２ 略 
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○常総市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例 

平成２８年３月１７日 

条例第１号 

（趣旨） 

第１条 この条例は，地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律

（平成１４年法律第４８号。以下「法」という。）第３条第１項及び第２項，

第４条，第５条，第６条第２項並びに第７条第１項及び第２項並びに地方公務

員法（昭和２５年法律第２６１号）第２４条第５項の規定に基づき，職員の任

期を定めた採用及び任期を定めて採用された職員の給与の特例に関し必要な事

項を定めるものとする。 

（職員の任期を定めた採用） 

第２条 任命権者は，高度の専門的な知識経験又は優れた識見を有する者をその

者が有する当該高度の専門的な知識経験又は優れた識見を一定の期間活用して

遂行することが特に必要とされる業務に従事させる場合には，職員を選考によ

り任期を定めて採用することができる。 

２ 任命権者は，前項の規定によるほか，専門的な知識経験を有する者を当該専

門的な知識経験が必要とされる業務に従事させる場合において，次の各号に掲

げる場合のいずれかに該当するときであって，当該者を当該業務に期間を限っ

て従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要であるときは，職

員を選考により任期を定めて採用することができる。 

(1) 当該専門的な知識経験を有する職員の育成に相当の期間を要するため，当

該専門的な知識経験が必要とされる業務に従事させることが適任と認められ

る職員を部内で確保することが一定の期間困難である場合 

(2) 当該専門的な知識経験が急速に進歩する技術に係るものであることその他

当該専門的な知識経験の性質上，当該専門的な知識経験が必要とされる業務

に当該者が有する当該専門的な知識経験を有効に活用することができる期間

が一定の期間に限られる場合 

(3) 当該専門的な知識経験を有する職員を一定の期間他の業務に従事させる必

要があるため，当該専門的な知識経験が必要とされる業務に従事させること

が適任と認められる職員を部内で確保することが一定の期間困難である場合 

(4) 当該業務が公務外における実務の経験を通じて得られる最新の専門的な知

識経験を必要とするものであることにより，当該業務に当該者が有する当該

専門的な知識経験を有効に活用することができる期間が一定の期間に限られ
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る場合 

第３条―第６条 略 

（給与に関する特例） 

第７条 第２条第１項の規定により任期を定めて採用された職員（以下「特定任

期付職員」という。）には，次の給料表を適用する。 

号給 給料月額（円） 

１ ３９２，０００４０５，０００ 

２ ４４０，０００４５５，０００ 

３ ４９２，０００５０８，０００ 

４ ５５５，０００５７４，０００ 

５ ６３４，０００６５５，０００ 

２ 任命権者は，特定任期付職員の号給を，特定任期付職員が従事する業務に応

じて規則で定める基準に従い決定する。 

（給与条例の適用除外等） 

第８条 常総市職員の給与に関する条例（昭和３２年水海道市条例第９号。以下

「給与条例」という。）第４条から第６条まで，第９条，第１０条，第１１条

の２及び第１１条の３，第１３条から第１５条までの規定は，特定任期付職員

には適用しない。 

２ 特定任期付職員に対する給与条例第２条第１項，第６条の２第１項，第１７

条の２第１項及び第１８条第２項の規定の適用については，給与条例第２条第

１項中「この条例」とあるのは「この条例及び常総市一般職の任期付職員の採

用及び給与の特例に関する条例（平成２８年常総市条例第１号。以下「任期付

職員条例」という。）第７条の規定」と，給与条例第６条の２第１項中「前条

第２項，第３項及び第５項の規定にかかわらず，これらの」とあるのは「任期

付職員条例第７条第１項の」と，給与条例第１７条の２第１項中「管理職員が」

とあるのは「管理職員（任期付職員条例第７条第１項の給料表の適用を受ける

職員を含む。以下この条において同じ。）が」と，給与条例第１８条第２項中

「１００分の１２５」とあるのは「１００分の９５」と，「１００分の１２７．

５」とあるのは「１００分の９７．５」と，給与条例第１９条第２項第１号中

「１００分の１０５」とあるのは「１００分の８７．５」と，「１００分の１

０７．５」とあるのは「１００分の９０」とする。 
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【第７条による改正（令和８年４月１日施行分）】 

２ 特定任期付職員に対する給与条例第２条第１項，第６条の２第１項，第１

７条の２第１項及び第１８条第２項の規定の適用については，給与条例第２

条第１項中「この条例」とあるのは「この条例及び常総市一般職の任期付職

員の採用及び給与の特例に関する条例（平成２８年常総市条例第１号。以下

「任期付職員条例」という。）第７条の規定」と，給与条例第６条の２第１

項中「前条第２項，第３項及び第５項の規定にかかわらず，これらの」とあ

るのは「任期付職員条例第７条第１項の」と，給与条例第１７条の２第１項

中「管理職員が」とあるのは「管理職員（任期付職員条例第７条第１項の給

料表の適用を受ける職員を含む。以下この条において同じ。）が」と，給与

条例第１８条第２項中「１００分の１２５１００分の１２６．２５」とある

のは「１００分の９５」と，「１００分の１２７．５」とあるのは「１００

分の９７．５１００分の９６．２５」と，給与条例第１９条第２項第１号中

「１００分の１０５１００分の１０６．２５」とあるのは「１００分の８

７．５」と，「１００分の１０７．５」とあるのは「１００分の９０１００

分の８８．７５」とする。 

（委任） 

第９条 この条例に定めるもののほか，この条例の施行に関し必要な事項は，規

則で定める。 

附 則 抄 

（施行期日） 

１ この条例は，平成２８年４月１日から施行する。 

中略 

附 則（令和７年条例第４号）抄 

（施行期日等） 

１ この条例は，公布の日から施行する。ただし，第２条及び第４条から第７条

までの規定並びに附則第４項から第８項まで及び第１０項の規定は，令和７年

４月１日から施行する。 

附 則（令和８年条例第 号）抄 

（施行期日等） 

１ この条例は，公布の日から施行する。ただし，第２条，第３条，第５条，第

７条及び第８条の規定は，令和８年４月１日から施行する。 
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○常総市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例 

令和元年１２月１６日 

条例第１８号 

目次 略 

第１章 総則 

（趣旨） 

第１条 この条例は，地方公務員法（昭和２５年法律第２６１号。以下「法」と

いう。）第２４条第５項並びに地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２０

３条の２第５項及び第２０４条第３項の規定に基づき，法第２２条の２第１項

に規定する会計年度任用職員（以下「会計年度任用職員」という。）の給与及

び費用弁償に関し必要な事項を定めるものとする。 

（定義） 

第２条 この条例において，次の各号に掲げる用語の意義は，当該各号に定める

ところによる。 

(1) フルタイム会計年度任用職員 法第２２条の２第１項第２号に掲げる職員

をいう。 

(2) パートタイム会計年度任用職員 法第２２条の２第１項第１号に掲げる職

員をいう。 

（会計年度任用職員の給与） 

第３条 この条例において「給与」とは，フルタイム会計年度任用職員にあって

は給料，地域手当，通勤手当，時間外勤務手当，休日勤務手当，夜間勤務手当，

宿日直手当，期末手当，勤勉手当及び特殊勤務手当をいい，パートタイム会計

年度任用職員にあっては報酬，期末手当及び勤勉手当をいう。 

２ 給与は，他の条例に規定する場合を除くほか，現金で支払わなければならな

い。ただし，会計年度任用職員からの申出があったときは，口座振替の方法に

より支払うことができる。 

３ 公務について生じた実費の弁償は，給与には含まれない。 

第４条―第１９条 略 

第３章 パートタイム会計年度任用職員の給与 

（パートタイム会計年度任用職員の報酬） 

第２０条 月額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員の報酬の額は，基

準月額に，当該パートタイム会計年度任用職員について定められた１週間当た

りの勤務時間を常総市職員の勤務時間，休暇等に関する条例（平成７年水海道



議案第７７号（第８条）関係 

39 

市条例第１号。以下「勤務時間条例」という。）第２条第１項に規定する勤務

時間で除して得た数を乗じて得た額（１円未満の端数があるときは，その端数

を切り捨てた額。以下この条において同じ。）とする。 

２ 日額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員の報酬の額は，基準月額

を２１で除して得た額に，当該パートタイム会計年度任用職員について定めら

れた１日当たりの勤務時間を７．７５で除して得た数を乗じて得た額とする。 

３ 時間額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員の報酬の額は，基準月

額を１６２．７５で除して得た額とする。 

４ 前３項の「基準月額」とは，これらの規定に規定するパートタイム会計年度

任用職員の１週間当たりの通常の勤務時間が勤務時間条例第２条第１項に規定

する勤務時間と同一であるとした場合に，その者の職務の内容及び責任，職務

遂行上必要となる知識，技術及び職務経験等に照らして第４条から第６条まで

の規定を適用して得た額に，１００分の４１００分の６を乗じて得た額を加算

した額とする。 

第２１条―第３５条 略 

（委任） 

第３６条 この条例の施行に関し必要な事項は，規則で定める。 

附 則 

（施行期日） 

この条例は，令和２年４月１日から施行する。 

中略 

附 則（令和７年条例第４号）抄 

（施行期日等） 

１ この条例は，公布の日から施行する。ただし，第２条及び第４条から第７条

までの規定並びに附則第４項から第８項まで及び第１０項の規定は，令和７年

４月１日から施行する。 

附 則（令和８年条例第 号）抄 

（施行期日等） 

１ この条例は，公布の日から施行する。ただし，第２条，第３条，第５条，第

７条及び第８条の規定は，令和８年４月１日から施行する。 

別表 略 
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◎議案第７８号 常総市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関す

る条例及び常総市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の一

部を改正する条例について 

 

本案は，報酬及び旅費の一部について見直しを行い，適正化を図るため，関

係する条例において所要の改正を行うものです。 

まず，常総市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例

について，現状の報酬では各委員会や協議会の人材不足や人材確保が困難とな

っていることから，昨今の人件費や物価の高騰の影響を鑑み，報酬改善の一環

として，勤務時間が２時間未満の場合は，定められた報酬額の２分の１に相当

する額を報酬とする規定を削除する改正を行います。 

また，当市における日当については，該当する地域への旅行に対し支給して

おりましたが，昨今の旅行における実情や人件費高騰等を考慮し，一般職及び

常勤の特別職については，日当を支給しないこととします。これに伴い常総市

特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例及び常総市特別職の職

員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正し，令和８年

４月１日より施行いたします。
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○常総市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例 

昭和３１年９月１９日 

条例第１８号 

（趣旨） 

第１条 この条例は，地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２０３条の２第

５項の規定に基づき，特別職の職員で非常勤のもの（以下「特別職の職員」と

いう。）の報酬及び費用弁償の額並びにその支給方法に関し，必要な事項を定

めるものとする。 

（報酬） 

第２条 特別職の職員の報酬は，別表第１から別表第４までのとおりとする。 

（報酬の支給方法） 

第３条 報酬が月額により定められている特別職の職員が，月の中途において就

職したとき又は退職，失職若しくは死亡等によりその職を離れたときは，その

月の報酬はその月の日数を基礎として日割りにより支給する。 

２ 報酬が年額により定められている特別職の職員が，年の中途において就職し

たとき又は退職，失職若しくは死亡等によりその職を離れたときは，月割りに

より報酬を支給する。 

３ 任期満了により退職した者が再び当選又は選任されたときは，報酬の支給に

ついては引き続き在職したものとみなす。 

４ 特別職の職員の報酬は，報酬を日額で定める特別職の職員には勤務のつど，

報酬を月額で定める特別職の職員にはその月分を当該月の２１日（その日が休

日，日曜日又は土曜日に当たるときは，その日前においてその日に最も近い休

日，日曜日又は土曜日でない日）に，報酬を年額で定める特別職の職員にはそ

の年度の３月にそれぞれ支給する。ただし，退職，失職又は死亡等によりその

職を離れ，日割り又は月割りにより支給する場合には，その事由の生じたとき

に支給することができる。 

５ 前各項の規定にかかわらず，情報化統括補佐官又は審理員の報酬の支給方法

については，市長が別に定める。 

（重複給与の禁止） 

第４条 市長，副市長及び教育長並びに一般職に属する常勤の職員がこの条例の

適用を受ける特別職の職を兼ねるときは，その兼ねる特別職の職員として受け

るべき報酬は支給しない。 

（費用弁償） 
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第５条 特別職の職員が公務のため旅行したときは，その旅行について，費用弁

償として旅費を支給する。 

２ 前項の規定により支給する旅費の額は，別表第１から別表第４までに掲げる

職に相当する職員の受ける旅費の額に相当する額とする。ただし，同項の規定

により一般職に相当する額の旅費の支給を受ける特別職の職員が，別表第５に

掲げる地域へ旅行する場合における日当の額に相当する額は，支給しない。 

３ 前項に定めるもののほか，特別職の職員に支給する旅費については，一般職

の職員に支給する旅費の例による。ただし，同項の規定により常勤の特別職に

相当する額の旅費の支給を受ける特別職の職員の旅費については，常総市職員

の旅費に関する条例（昭和３２年水海道市条例第１３号）第１６条ただし書の

規定は，適用しない。 

４ 別表第５別表第６に掲げる特別職の職員が出務したときは，同表に規定する

出務１日当たりの費用弁償を支給する。 

（委任） 

第６条 この条例の施行に関し必要な事項は，市長が別に定める。 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は公布の日から施行し，昭和３１年９月１日から適用する。 

（経過措置） 

２ 水海道市教育委員会副委員長及び議会選出委員の報酬及び費用弁償について

は，昭和３１年９月３０日までなお従前の例による。 

（水海道市報酬費用弁償給料及び旅費支給条例等の廃止） 

３ 次の条例は廃止する。 

水海道市報酬費用弁償給料及び旅費支給条例（昭和２３年条例第８６号） 

水海道市教育委員会委員の報酬及び費用弁償に関する条例（昭和２７年条例第１

５４号） 

（石下町の編入に伴う経過措置） 

４ 石下町の編入の日前に，石下町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用

弁償に関する条例（昭和３９年石下町条例第８号。以下「石下町条例」とい

う。）の規定により支給すべき事由を生じた報酬又は費用弁償については，な

お石下町条例の例による。 

５ 編入前の石下町の特別職の職員であった者で引き続き市の特別職の職員に委

嘱され，又は任命されたものが，石下町条例の規定により平成１８年３月３１
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日までの間の報酬の支給を受けていた場合においては，当該報酬は支給しない。 

６ 当分の間，編入前の石下町の区域における常総市立学校の学校医及び学校歯

科医に対する別表第４の規定の適用については，同表学校医の項中「１２７，

０００円」とあるのは「１１０，０００円」と，同表学校歯科医の項中「１２

７，０００円」とあるのは「１００，０００円」とする。 

中略 

附 則（令和７年条例第２３号） 

この条例は，公布の日から施行する。 

附 則（令和８年条例第 号） 

この条例は，令和８年４月１日から施行する。 

別表第１（第２条，第５条関係） 

職名 
報酬区

分 
報酬額 

旅費の額 

（相当する

職） 

選挙管理委員会の委員 委員長 日額 10,000円 常勤の特別職 

委員 日額 9,000円 常勤の特別職 
    
    
    

図書館協議会の委員 日額 5,000円 一般職 

備考 勤務時間が２時間未満の場合は，表中に定める報酬額の２分の１に相当

する額を報酬とする。 

別表第２―別表第４ 略 

別表第５（第５条関係） 

日当の額に相当する額を支給しない地域 

茨城県 全市町村 

千葉県 松戸市 柏市 我孫子市 流山市 野田市 

埼玉県 三郷市 吉川市 幸手市 北葛飾郡 

別表第５別表第６（第５条関係） 

職名 出務１日当たり費用弁償額 

市外在住の公平委員会の委員 一般職の旅費相当額 
  
  
  

市外在住のいじめ防止対策委員会の委員 一般職の旅費相当額 
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○常総市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例 

昭和３２年１０月１日 

条例第１５号 

（趣旨） 

第１条 この条例は，地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２０４条第３項

の規定に基づき，市長，副市長及び教育長に対する給与及び旅費の額並びにそ

の支給方法に関し，必要な事項を定めるものとする。 

第２条―第７条 略 

（旅費の支給方法） 

第８条 旅費の支給方法は，一般職の職員の旅費支給の例によるものとする。た

だし，一般職旅費条例第１６条ただし書の規定については，この限りでない。 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は，公布の日から施行し，昭和３２年４月１日から適用する。ただ

し，旅費に関する規定は，この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用す

る。 

（経過措置） 

２ この条例の施行の日前に出発した旅行については，なお従前の例による。 

３ 公用車等を利用した場合には当分の間，第６条及び第７条の規定にかかわら

ず鉄道賃，船賃及び車賃は，支給しない。 

４ 特別車両料金及び特別船室料金については，第６条の規定にかかわらず，常

総市職員の旅費に関する条例附則第５項の規定は適用しない。 

（石下町の編入に伴う経過措置） 

５ 石下町の編入の日前に，石下町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に

関する条例（昭和３２年石下町条例第１１号。以下「石下町条例」という。）

の適用を受けていた者が同日前に出発した旅行に係る旅費については，なお石

下町条例の例による。 

（平成２１年６月に支給する期末手当に関する特例措置） 

６ 平成２１年６月に支給する期末手当に関する第４条の規定の適用については，

同条中「「１００分の１６０，」」とあるのは「「１００分の１４５，」」と

する。 

（期末手当に関する特例措置） 

７ 第４条の２の規定により一般職の職員の例によるとされる市長の期末手当
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（令和２年６月１日を基準日とするものに限る。）については，給与条例第１

８条第１項の規定にかかわらず，これを支給しない。 

中略 

附 則（令和７年条例第５号）抄 

（施行期日等） 

１ この条例は，公布の日から施行する。ただし，第２条の規定は，令和７年４

月１日から施行する。 

附 則（令和８年条例第 号）抄 

（施行期日等） 

１ この条例は，公布の日から施行する。ただし，第２条，第３条，第５条，第

７条及び第８条の規定は，令和８年４月１日から施行する。 

附 則（令和８年条例第 号） 

この条例は，令和８年４月１日から施行する。 

別表第１・別表第２ 略 
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◎議案第７９号 常総市医療福祉費支給に関する条例の一部を改正する条例につ

いて 

 

本案は，茨城県の医療福祉費支給制度（通称マル福）について，茨城県が定

める医療福祉費支給に関する条例準則が改正されたことから，常総市医療福祉

費支給に関する条例についても同様の改正を行うものです。 

市では，茨城県の制度に合わせマル福制度を実施しており，制度の対象とな

る妊産婦，小児，母子家庭の母子，父子家庭の父子，重度心身障害者等が医療

を受けた場合には，常総市医療福祉費支給に関する条例に基づき，医療福祉費

を支給しております。 

茨城県が定める医療福祉費支給に関する条例準則においては，医療福祉費の

支給制限に関する所得の判定や計算方法等の事項について政令等を準用してい

ますが，準用する政令が改正されたこと等に伴い，当該事項を規則で定める形

とする改正がなされました。これを踏まえ，市条例についても同様の改正を行

うものです。 
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○常総市医療福祉費支給に関する条例 

昭和５１年１２月２７日 

条例第３０号 

水海道市医療福祉費支給に関する条例（昭和４８年水海道市条例第１１号）の

全部を改正する。 

（目的） 

第１条 この条例は，妊産婦，小児，母子家庭の母子，父子家庭の父子及び重度

心身障害者等の健康の保持増進を図るため，その医療費の一部を助成し，もっ

て市民の生活の安定及び福祉の向上に寄与することを目的とする。 

（定義） 

第２条 この条例において，次の各号に掲げる用語の意義は，当該各号に定める

ところによる。 

(1) 妊産婦 母子保健法（昭和４０年法律第１４１号）第１５条に規定する妊

娠の届出のあった日の属する月の初日から出産（流産を含む。）のあった日

の属する月の翌月の末日に達するまでの者（第３号から第５号までに掲げる

者を除く。）をいう。 

(2) 小児 出生の日から１８歳に達する日以後の最初の３月３１日までの間に

ある者（次号から第５号までに掲げる者を除く。）をいう。 

(3) 母子家庭の母子 次に掲げる者（出生の日から１２歳に達する日以後の最

初の３月３１日までの間にある者又は第５号に掲げる者を除く。）をいう。 

ア 母子及び父子並びに寡婦福祉法（昭和３９年法律第１２９号）第６条第

１項に定める配偶者のない女子（以下「配偶者のない女子」という。）で

次の(ｱ)から(ｳ)までのいずれかに該当する児童を現に監護している者及び

その児童 

(ｱ) １８歳未満の児童（１８歳に達する日以後の最初の３月３１日までの

間にある者を含む。） 

(ｲ) ２０歳未満の児童（２０歳に達する日以後の最初の３月３１日までの

間にある者を含む。以下同じ。）で児童扶養手当法施行令（昭和３６年

政令第４０５号）別表第１に定める障害の状態にある者 

(ｳ) ２０歳未満の児童で別表に定める学校に在学している者 

イ 母子及び父子並びに寡婦福祉法附則第３条に定める父母のない児童のう

ちアの(ｱ)から(ｳ)までのいずれかに該当する児童 

ウ イに掲げる者を現に養育している配偶者のない女子又は婚姻（婚姻の届
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出をしていないが，事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。）を

したことのない女子 

(4) 父子家庭の父子 次に掲げる者（出生の日から１２歳に達する日以後の最

初の３月３１日までの間にある者又は次号に掲げる者を除く。）をいう。 

ア 母子及び父子並びに寡婦福祉法第６条第２項に定める配偶者のない男子

（以下「配偶者のない男子」という。）で前号アの(ｱ)から(ｳ)までのいず

れかに該当する児童を現に監護している者及びその児童 

イ 前号イに掲げる者を現に養育している配偶者のない男子又は婚姻（婚姻

の届出をしていないが，事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。）

をしたことのない男子 

(5) 重度心身障害者等 次に掲げる者をいう。ただし，６５歳以上７５歳未満

の者で，高齢者の医療の確保に関する法律（昭和５７年法律第８０号）第５

０条第２号に規定する政令で定める程度の障害の状態にあるものにあっては，

同号の規定による認定を受けたものに限る。 

ア 身体障害者福祉法（昭和２４年法律第２８３号）第１５条第４項の規定

により身体障害者手帳（以下「手帳」という。）の交付を受けた者で，そ

の障害の程度が身体障害者福祉法施行規則（昭和２５年厚生省令第１５号）

別表第５号（以下「省令別表」という。）の１級又は２級に該当するもの 

イ 手帳の交付を受けた者で，その障害の程度が省令別表の３級に該当し，

かつ，障害名が心臓，腎臓若しくは呼吸器又はぼうこう若しくは直腸，小

腸，ヒト免疫不全ウイルスによる免疫若しくは肝臓の機能障害とされるも

の 

ウ 児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号）第１２条第１項に規定する児

童相談所（以下「児童相談所」という。）又は知的障害者福祉法（昭和３

５年法律第３７号）第１２条第１項に規定する知的障害者更生相談所（以

下「知的障害者更生相談所」という。）において，知能指数が３５以下と

判定された者 

エ 手帳の交付を受けた者で，その障害の程度が省令別表の３級又は４級に

該当し，かつ，児童相談所又は知的障害者更生相談所において，知能指数

が５０以下と判定されたもの 

オ 特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令（昭和５０年政令第２０

７号。以下「特別児童扶養手当法施行令」という。）別表第３に規定する

１級に該当する特別児童扶養手当の支給の対象となっている児童 
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カ 国民年金法施行令（昭和３４年政令第１８４号）別表に規定する１級に

該当する障害年金等の受給権者オ 特別児童扶養手当等の支給に関する法

律施行令（昭和５０年政令第２０７号。以下「特別児童扶養手当法施行令」

という。）別表第３に規定する１級に該当する特別児童扶養手当の支給の

対象となっている児童 

キ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律（昭和２５年法律第１２３号）

第４５条第２項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者で，

その精神障害の状態が精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令

（昭和２５年政令第１５５号）第６条第３項に規定する１級に該当するも

の 

ク 手帳の交付を受けた者でその障害の程度が省令別表の３級又は４級に該

当し，かつ，精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者でその精神障害の

状態が精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令第６条第３項に規

定する２級に該当するもの 

ケ 児童相談所又は知的障害者更生相談所において，知能指数が５０以下と

判定された者で，かつ，精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者で，そ

の精神障害の状態が精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令第６

条第３項に規定する２級に該当するもの 

（対象者） 

第３条 この条例により医療費の助成を受けることができる者（以下「対象者」

という。）は，常総市の区域内に住所を有する者で，国民健康保険法（昭和３

３年法律第１９２号），高齢者の医療の確保に関する法律又は市規則で定める

社会保険各法（以下「社会保険各法これらを「医療保険各法」という。）の規

定により，医療に関する給付を受けることができる者（常総市の区域外に住所

を有する者で，国民健康保険法第１１６条の２の規定により常総市が行う国民

健康保険の被保険者となる者又は高齢者の医療の確保に関する法律第５５条若

しくは第５５条の２の規定により茨城県後期高齢者医療広域連合が行う後期高

齢者医療の被保険者となる者であって，かつ，前期高齢者交付金及び後期高齢

者医療の国庫負担金の算定等に関する政令（平成１９年政令第３２５号）第９

条の規定により常総市がその保険料を徴収する被保険者を含む。）のうち，前

条各号のいずれかに該当するものとする。ただし，生活保護法（昭和２５年法

律第１４４号）による保護を受けている者を除く。 

（医療福祉費の支給） 
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第４条 市は，対象者の疾病又は負傷（対象者が妊産婦の場合にあっては妊娠の

継続又は安全な出産のために治療が必要となる疾病又は負傷に限るものとし，

対象者が小児のうちの１２歳に達する日以後の最初の４月１日から１８歳に達

する日以後の最初の３月３１日までの間にある者の場合にあっては入院による

治療が必要となる疾病又は負傷に限る。以下同じ。）について国民健康保険法，

高齢者の医療の確保に関する法律又は社会保険各法医療保険各法の規定による

医療に関する給付（入院時食事療養費及び入院時生活療養費を除く。以下同

じ。）が行われた場合において，その給付の額（これらの法律の規定により，

一部負担金の納付が定められている場合は当該一部負担金に相当する額を控除

した額とし，高額療養費が支給されることとなる場合は当該支給されるべき額

に相当する額を加えた額とし，附加給付が行われた場合は当該附加給付額に相

当する額を加えた額とする。）が当該医療に要する費用の額に満たないときは，

市規則で定める手続に従い，その者に対し，その満たない額に相当する額を医

療福祉費として支給する。この場合において，当該疾病又は負傷について児童

福祉法その他の法令の規定により医療に関する給付が行われるときは，その給

付の額（国民健康保険法による被保険者又は社会保険各法医療保険各法による

被保険者，組合員若しくは，加入者又はその被扶養者が負担すベき額を控除し

た額とする。）を控除した額を医療福祉費として支給するものとする。 

２ 前項の規定にかかわらず，対象者（重度心身障害者等を除く。）が健康保険

法（大正１１年法律第７０号）第６３条第３項各号に定める病院若しくは診療

所（以下この項において「保険医療機関等」という。）において医療を受けた

場合，同法第８８条第１項に規定する指定訪問看護事業者（以下「指定訪問看

護事業者」という。）による指定訪問看護を受けた場合又は保険医療機関等以

外のその他の者から手当を受けた場合は，前項の規定により支給する額（以下

「支給額」という。）から保険医療機関等，指定訪問看護事業者又は保険医療

機関等以外のその他の者ごとに次の各号に掲げる区分に応じ，それぞれ当該各

号に定める額を控除するものとする。 

(1) 入院以外の医療，指定訪問看護又は手当を受けた場合 １日につき６００

円（１日の支給額が６００円に満たない場合にあっては，その満たない額と

し，同一月に同一の保険医療機関等，指定訪問看護事業者又は保険医療機関

等以外のその他の者において２回を限度とする。） 

(2) 入院の医療を受けた場合 １日につき３００円（１日の支給額が３００円

に満たない場合にあっては，その満たない額とし，同一月に同一の保険医療
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機関等において３，０００円を限度とする。） 

３ 第１項の高額療養費は，国民健康保険法，高齢者の医療の確保に関する法律

若しくは社会保険各法医療保険各法又はこれらの法律に基づく政令及び省令の

定めるところにより算出された額とする。 

４ 第１項の医療に要する費用の額は，健康保険に関する法令の規定による療養

の給付，保険外併用療養費，療養費，訪問看護療養費，家族療養費及び家族訪

問看護療養費（健康保険に関する法令の規定による入院時食事療養費及び入院

時生活療養費を除く。）の対象となる医療に要する費用の額（６５歳以上の重

度心身障害者等にあっては，高齢者の医療の確保に関する法律の規定による入

院時食事療養費及び入院時生活療養費を除いた療養の給付，保険外併用療養費，

療養費及び訪問看護療養費の対象となる医療に要する費用の額）とする。ただ

し，現に要した費用の額を超えることはできない。 

５ 医療福祉費は，対象者の申請に基づいて支給する。ただし，市長が必要と認

めた場合は，対象者の配偶者又は親権を行う者若しくは後見人その他の者で，

現に対象者を保護する者（以下「保護者等」という。）の申請に基づいて支給

することができる。 

６ 市は，対象者が市規則で定める手続に従い，市が契約した健康保険法第６３

条第３項各号に定める病院，診療所若しくは薬局（以下この項において「保険

医療機関等」という。）において医療を受けた場合，指定訪問看護事業者によ

る指定訪問看護を受けた場合又は保険医療機関等以外のその他の者から手当を

受けた場合には，その者が当該医療に関し当該保険医療機関等に支払うべき費

用，当該指定訪問看護に関し当該指定訪問看護事業者に支払うべき費用又は当

該手当に関し当該保険医療機関等以外のその他の者に支払うべき費用をその者

に代わり当該保険医療機関等，当該指定訪問看護事業者又は当該保険医療機関

等以外のその他の者に支払うことができる。 

７ 前項の規定による支払をしたときは，当該医療，指定訪問看護又は手当を受

けた者に対し，医療福祉費を支給したものとみなす。 

（医療福祉費の支給制限） 

第５条 前条の規定にかかわらず，医療福祉費は，対象者が次の各号のいずれか

に該当するときは，支給しない。 

(1) 妊産婦にあっては，母子保健法第１５条に規定する妊娠の届出のあった日

において，その者若しくはその者の配偶者（婚姻の届出をしていないが，事

実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。）の前年の所得（妊
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娠の届出日の属する月が１月から６月までの者にあっては，前々年の所得と

する。以下この号において同じ。）が所得税法（昭和４０年法律第３３号）

に規定する同一生計配偶者及び扶養親族（以下「扶養親族等」という。）の

有無及び数に応じて，児童手当法施行令の一部を改正する政令（令和６年政

令第１８４号）による改正前の児童手当法施行令（昭和４６年政令第２８１

号。以下「旧児童手当法施行令」という。）第１条に市規則で定める額（以

下「基準額」という。）以上であるとき又はその者若しくはその者の配偶者

の民法（明治２９年法律第８９号）第８７７条第１項に定める扶養義務者

（以下「扶養義務者」という。）で主としてその者の生計を維持するものの

前年の所得が１，０００万円以上であるとき。 

(2) 小児にあっては，出生の日及び１歳の誕生日から１８歳の誕生日までの間

の誕生日において，その者若しくはその者の配偶者又はその父若しくは母の

前年の所得（出生の日及び当該誕生日の属する月が１月から６月までの者に

あっては，前々年の所得とする。以下この号において同じ。）が基準額以上

であるとき又は小児の配偶者若しくは父母を除く扶養義務者で主として小児

の生計を維持するものの前年の所得が１，０００万円以上であるとき。 

(3) 母子家庭の母子及び父子家庭の父子にあっては，対象者としての申請をし

た日（以下「申請日」という。）又は７月１日現在において，そのいずれか

の者の前年の所得（申請日の属する月が１月から６月までの者にあっては，

前々年の所得とする。以下同じ。）が，扶養親族等の有無及び数に応じて，

７月１日（前々年の所得にあっては，前年の７月１日）現在における国民年

金法等の一部を改正する法律（昭和６０年法律第３４号）附則第２８条第１

０項の規定によりその例によるものとされる同法第１条の規定による改正前

の国民年金法（昭和３４年法律第１４１号）第６６条第３項に基づき，国民

年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令（昭和６

１年政令第５４号。以下「経過措置政令」という。）第４６条第４項に市規

則で定める額以上であるとき，又はその扶養義務者で主として当該母子家庭

の母子及び父子家庭の父子の生計を維持するものの前年の所得が１，０００

万円以上であるとき。 

(4) 重度心身障害者等にあっては，申請日又は７月１日現在において，その者

の前年の所得が所得税法に規定する扶養親族等の有無及び数に応じて，児童

扶養手当法施行令及び特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令の一部

を改正する政令（令和６年政令第２５９号）による改正前の特別児童扶養手



議案第７９号関係 
 

53 

当法施行令（以下「旧特別児童扶養手当法施行令」という。）第２条第１項

に定める額に５３３，０００円を加えた市規則で定める額以上であるとき又

はその者の配偶者若しくはその扶養義務者で主としてその者の生計を維持す

る者の前年の所得が所得税法に規定する扶養親族等の有無及び数に応じて，

旧特別児童扶養手当法施行令第２条第２項に市規則で定める額以上であると

き。 

２ 前項各号に規定する所得の額は，地方税法（昭和２５年法律第２２６号）第

３１３条第１項に規定する総所得金額，退職所得金額及び山林所得金額，同法

附則第３３条の３第５項に規定する土地等に係る事業所得等の金額，同法附則

第３４条第４項に規定する課税長期譲渡所得金額，同法附則第３５条第５項に

規定する課税短期譲渡所得金額並びに同法附則第３５条の４第４項に規定する

先物取引に係る雑所得等の金額（同法附則第３５条の４の２第７項の規定の適

用がある場合は，その適用後の金額）の合計額とする。ただし，前項第１号及

び第２号に規定する基準額の算出に当たっての所得の範囲及び計算方法は，旧

児童手当法施行令第２条及び第３条の規定の例によるものとし，前項第３号に

規定する経過措置政令第４６条第４項に定める額の算出に当たっての所得の範

囲及び計算方法は，国民年金法施行令第６条及び第６条の２の規定並びに経過

措置政令第４６条第７項の規定の例によるものとし，前項第４号に規定する旧

特別児童扶養手当法施行令第２条第１項に定める額及び旧特別児童扶養手当法

施行令第２条第２項に定める額の算出に当たっての所得の範囲及び計算方法は，

旧特別児童扶養手当法施行令第５条の規定の例による。 

２ 前項各号に規定する所得は，地方税法（昭和２５年法律第２２６号）第５条

第２項第１号に掲げる市町村民税（特別区が同法第１条第２項の規定によって

課する同法第５条第２項第１号に掲げる税を含む。以下同じ。）についての同

法その他の市町村民税に関する法令の規定による非課税所得以外とし，所得の

額の計算方法は，市規則で定める。 

３ 第１項各号に規定する前年の所得の生じた翌年の１月１日以後において，対

象者，配偶者若しくは扶養義務者の財産について地方税法第３１４条の２第１

項第１号に規定する災害等による損失があったとき，又は対象者，配偶者若し

くは扶養義務者に係る同項第２号に規定する医療費の支払が多額となったとき

は，市規則で定めるところにより計算した額を前年の所得から控除して計算す

るものとする。 

（届出義務） 
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第６条 対象者又は保護者等は，市規則で定める事項について，速やかに市長に

届け出なければならない。 

（譲渡又は担保の禁止） 

第７条 この条例による医療福祉費の支給を受ける権利は，譲渡し，又は担保に

供してはならない。 

（医療福祉費の返還） 

第８条 市長は，対象者の疾病又は負傷に関し，対象者又は保護者等が損害賠償

を受けたときは，その価額の限度において，医療福祉費の全部若しくは一部を

支給せず，又は既に支給した医療福祉費を返還させることができる。 

２ 市長は，偽りその他不正行為によって，この条例による医療福祉費の支給を

受けた者があるときは，その者から，その支給を受けた額の全部又は一部を返

還させることができる。 

（委任） 

第９条 この条例の施行に関し必要な事項は，市長が別に定める。 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は，昭和５２年１月１日から施行する。 

（経過規定） 

２ この条例の施行の際現にこの条例による改正前の水海道市医療福祉費支給に

関する条例（以下「旧条例」という。）により医療福祉費の支給の対象者とな

っている者で，旧条例第２条第１号に規定するものについては，その者が１歳

に達するまで，旧条例第２条第２号から第４号までに規定するものについては，

昭和５２年６月３０日までの間は，この条例による改正後の水海道市医療福祉

費支給に関する条例（以下「新条例」という。）第５条の規定にかかわらず，

なお従前の例による。 

（水海道市母子家庭医療福祉費支給に関する条例の廃止） 

３ 水海道市母子家庭医療福祉費支給に関する条例（昭和５０年水海道市条例第

１４号）は，廃止する。ただし，新条例の施行日前に受けた医療に係る母子家

庭医療福祉費の支給については，なお従前の例による。 

（石下町の編入に伴う経過措置） 

４ 石下町の編入の日前に，石下町医療福祉費支給に関する条例（昭和５１年石

下町条例第４６号）の規定によりなされた処分，手続その他の行為は，この条

例の相当規定によりなされたものとみなす。 
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中略 

附 則（令和６年条例第２９号） 

この条例は，公布の日から施行し，次の各号に掲げる規定は，当該各号に定め

る日から適用する。 

(1) 改正後の第５条第１項第１号の規定 令和６年６月１日 

(2) 改正後の第５条第１項第４号の規定及び第５条第２項の規定（「特別児童

扶養手当法施行令」を「旧特別児童扶養手当法施行令」に改める部分に限

る。） 令和６年８月１日 

(3) 改正後の第５条第２項の規定（「児童手当法施行令」を「旧児童手当法施

行令」に改める部分に限る。） 令和６年１０月１日 

附 則（令和８年条例第 号） 

１ この条例は，令和８年４月１日から施行する。 

２ この条例の施行日前の診療に係る医療福祉費の支給については，なお従前の

例による。 

別表 略 
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◎議案第８０号―議案第８２号 訴えの提起について 

 

まず，議案第８０号について御説明いたします。 

本案の相手方は，住宅資金貸付金の連帯保証人の法定相続人３名であり，い

ずれも相続放棄をしていないことから法定相続割合に従った債務を負担する義

務を負っておりますが，貸金債権の支払を求める催告にもかかわらず，その支

払に応じないことから，訴えの提起を行うものです。 

支払督促については，相手方の住所地を管轄する簡易裁判所の裁判所書記官

に申立てるものですが，適法な督促異議の申立てにより通常訴訟に移行すると，

訴訟は，当該裁判所書記官の所属する簡易裁判所で行われることとなります。 

本件については債務者が３名おり，また，それぞれの住所地が異なるととも

に，一部の債務者の住所が遠方であることから，効率性，費用対効果等を考慮

し，支払督促の申立てではなく，訴えの提起を行うことといたしますので，地

方自治法第９６条第１項第１２号の規定により，議会の議決をお願いするもの

です。 

 

次に，議案第８１号と議案第８２号について御説明いたします。 

民事訴訟法の規定による支払督促の申立てに係るものです。 

議案第８１号の相手方は，住宅資金貸付金の主債務者の法定相続人であって

相続放棄をしていない者であり，議案第８２号の相手方は主債務者となってい

ます。どちらも債務を償還する義務を負っておりますが，貸金債権の支払を求

める催告にもかかわらず，その支払に応じないことから，支払督促の申立てを

行うものです。 

支払督促については，債務者がその送達を受けた日から２週間以内に民事訴

訟法の規定による督促異議の申立てをしない場合にあっては，支払督促が確定

判決と同一の効力を有することとなり強制執行をすることができることとなり

ますが，この期間内に督促異議の申立てがされた場合にあっては，同法の規定

により支払督促の申立ての時に訴えの提起があったものとみなされ，通常訴訟

に移行することとなるため，地方自治法第９６条第１項第１２号の規定による

議会の議決が必要となることから，あらかじめ議会の議決を求めるものです。 
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◎議案第８３号 常総市福祉会館の設置及び管理に関する条例を廃止する条例に

ついて 

 

水海道天満町に設置している福祉会館（通称，ふれあい館）につきましては，

昭和４９年１１月に茨城県の職業訓練校として建設され，その後，市民の福祉

の増進と生活の向上を図ることを目的として，平成１４年７月に県より譲り受

けた施設です。長らく社会福祉協議会水海道事務所やシルバー人材センター事

務所として利用されてきましたが，耐震性の問題が判明して以降，各事務所の

移転先を模索してきました。令和５年１０月にはシルバー人材センターが大花

羽小学校跡地へ移転し，令和８年３月中に社会福祉協議会水海道事務所が水海

道森下町の保健センターの３階へ移転することになりました。 

これにより，常総市福祉会館の設置及び管理に関する条例を廃止することと

し，その附則において，議会の議決に付すべき公の施設の利用及び廃止に関す

る条例及び常総市公共施設の暴力団等排除に関する条例における常総市福祉会

館の規定を削る改正を行うことといたします。 
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○常総市福祉会館の設置及び管理に関する条例 

平成１４年１２月２５日 

条例第２７号 

（趣旨） 

第１条 この条例は，地方自治法（昭和２２年法律第６７号。以下「法」とい

う。）第２４４条の２第１項の規定により，福祉会館の設置及び管理に関し必

要な事項を定めるものとする。 

（設置） 

第２条 市民の福祉の増進と生活の向上を図るため，福祉会館を次のとおり設置

する。 

名称 常総市福祉会館 

位置 常総市水海道天満町２４７２番地 

（利用目的及び事業） 

第３条 福祉会館は，次に掲げる目的のために市民の利用に供するものとする。 

(1) 障害者福祉の増進 

(2) 高齢者福祉の増進 

(3) 児童福祉の増進 

(4) 母子・婦人福祉の増進 

(5) 青少年の健全育成 

(6) ボランティア団体の活動 

(7) 前各号に掲げるもののほか，地域福祉の増進 

２ 福祉会館は，市民の福祉の増進及び生活の向上に寄与するための事業を行う

ものとする。 

（開館時間及び休館日） 

第４条 福祉会館の開館時間は，午前８時３０分から午後５時１５分までとする。 

２ 福祉会館の休館日は，次に掲げる日とする。 

(1) 日曜日及び土曜日 

(2) 国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第１７８号）に規定する休日 

(3) １２月２９日から翌年の１月３日までの日（前号に掲げる日を除く。） 

３ 前２項の規定にかかわらず，市長は，特に必要があると認めるときは，開館

時間及び休館日を変更することができる。 

（利用の許可） 

第５条 福祉会館を利用しようとする者は，市長の許可を受けなければならない。 
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２ 市長は，前項の許可を与える場合には，必要な条件を付することができる。 

３ 第１項の規定は，同項の許可を受けた者（以下「利用者」という。）が利用

を中止し，又は利用の内容を変更する場合に準用する。 

（利用の不許可） 

第６条 次の各号のいずれかに該当するときは，利用を許可しない。 

(1) 公の秩序を乱し，又は善良な風俗を害するおそれがあると認めるとき。 

(2) 福祉会館の管理上特に支障があると認めるとき。 

（利用許可の取消し等） 

第７条 市長は，利用者が次の各号のいずれかに該当するときは，その許可を取

り消し，利用を制限し，又は退去を命ずることができる。 

(1) この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。 

(2) 偽りその他不正な手段により利用の許可を受けた事実が明らかになった

とき。 

(3) 許可を受けた利用の目的以外の目的のために利用し，又は利用許可の条

件に違反したとき。 

２ 前項の場合において，利用者に損失があっても，市は，その責めを負わない。 

（指定管理者による管理） 

第８条 福祉会館の管理は，法第２４４条の２第３項に規定する指定管理者に行

わせることができる。 

２ 指定管理者の指定手続等については，常総市公の施設に係る指定管理者の指

定手続等に関する条例（平成１７年水海道市条例第１２号）の定めるところに

よる。 

３ 第１項の規定により指定管理者に管理を行わせる場合における第４条第３項，

第５条第１項及び第２項並びに第７条第１項の規定の適用については，第４条

第３項中「市長は，特に必要があると認めるときは」とあるのは「指定管理者

は，特に必要があると認めるときは，あらかじめ市長の承認を得て」と，第５

条第１項及び第２項並びに第７条第１項中「市長」とあるのは「指定管理者」

とする。 

（指定管理者が行う業務） 

第９条 指定管理者は，次に掲げる業務を行うものとする。 

(1) 第３条第２項の事業の実施に関する業務 

(2) 福祉会館の利用の許可に関する業務 

(3) 福祉会館の施設及び設備の維持管理に関する業務 
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(4) 前３号に掲げるもののほか，市長が福祉会館の管理上必要と認める業務 

（指定管理者が行う管理の基準） 

第１０条 指定管理者は，法令，条例，規則その他市長が定めるところに従い，

適正に福祉会館の管理を行わなければならない。 

（損害賠償義務） 

第１１条 利用者は，故意又は過失により福祉会館の施設若しくは設備を損傷し，

又は滅失したときは，速やかにこれを原状に復し，又はその損傷若しくは滅失

によって生じた損害を賠償しなければならない。ただし，市長は，特別の理由

があると認めるときは，その全部又は一部を免除することができる。 

（委任） 

第１２条 この条例の施行に関し必要な事項は，市規則で定める。 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は，平成１５年１月１日から施行する。 

（水海道市保健センター及び福祉会館の設置及び管理に関する条例の一部改正） 

２ 水海道市保健センター及び福祉会館の設置及び管理に関する条例（昭和５５

年水海道市条例第１０号。以下「保健センター及び福祉会館条例」という。）

の一部を次のように改正する。 

〔次のよう略〕 

３ 〔略〕 

附 則（平成１７年条例第１９号） 

この条例中第１条の規定は公布の日から，第２条の規定は平成１８年１月１日

から，第３条の規定は同年４月１日から施行する。 
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○議会の議決に付すべき公の施設の利用及び廃止に関する条例 

昭和３９年１２月２６日 

条例第４１号 

（趣旨） 

第１条 この条例は，地方自治法（昭和２２年法律第６７号。以下「法」とい

う。）第９６条第１項第１１号及び第２４４条の２第２項に規定する重要な公

の施設の長期かつ独占的な利用等に関し必要な事項を定めるものとする。 

（重要な公の施設） 

第２条 法第９６条第１項第１１号の条例で定める重要な公の施設は，別表第１

に，同号の条例で定める長期かつ独占的な利用は，別表第２に掲げるとおりと

する。 

（特に重要な公の施設） 

第３条 法第２４４条の２第２項の条例で定める重要な公の施設のうち条例で定

める特に重要なものは，別表第３に，同項の条例で定める長期かつ独占的な利

用又は廃止は，別表第４に掲げるとおりとする。 

附 則 

この条例は，公布の日から施行し，昭和３９年４月１日から適用する。 

中略 

附 則（令和７年条例第３１号）抄 

（施行期日） 

１ この条例は，公布の日から起算して１年を超えない範囲内において市規則で

定める日から施行する。ただし，次項の規定は，公布の日から施行する。 

附 則（令和８年条例第 号）抄 

（施行期日） 

１ この条例は，令和８年４月１日から施行する。 

別表第１（第２条関係） 

重要な公の施設 

(1) 斎場 

(2) 公民館 

(3) 集会所 

(4) 図書館 

(5) 社会体育施設 

(6) 公園 
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(7) 児童館 

(8) 自然休養村施設 

(9) 保健センター 

(10) 福祉会館 

(11)(10) 隣保館 

(12)(11) 心身障害者福祉センター 

(13)(12) 生涯学習センター 

(14)(13) 風土博物館 

(15)(14) 児童デイサービスセンター 

(16)(15) 総合福祉センター 

(17)(16) 文化センター 

(18)(17) 民俗資料館 

(19)(18) 地域交流センター 

(20)(19) 市民コミュニティホール 

(21)(20) 道の駅地域振興施設 

(22)(21) 市民の広場 

別表第２（第２条関係） 

長期かつ独占的な利用 

別表第１に掲げる公の施設について１年以上の期間にわたり，かつ，独占的な

利用をさせること。 

別表第３・別表第４ 略 
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○常総市公共施設の暴力団等排除に関する条例 

平成２０年３月２８日 

条例第６号 

（目的） 

第１条 この条例は，暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成

３年法律第７７号。以下「法」という。）の趣旨に基づき，社会公共の利益

に反することとなる暴力団等による公共施設の使用を制限することにより，

市民生活の安全と平穏の確保を図り，もって福祉の増進に資することを目的

とする。 

（定義） 

第２条 この条例において，次の各号に掲げる用語の意義は，当該各号に定め

るところによる。 

(1) 暴力団等 法第２条第２号の暴力団及び同条第６号の暴力団員をいう。 

(2) 公共施設 別表に掲げる条例及び規則等に定める施設をいう。 

（使用の制限） 

第３条 市は，当該公共施設の使用について別に定めるものを除くほか，その

使用が暴力団等の利益になると認められるときは，当該公共施設の使用を許

可しない。 

２ 市は，既に公共施設の使用を許可している場合においても，その使用が暴

力団等の利益になると認められるときは，当該使用の許可を取り消し，又は

使用を中止し，若しくは制限することができる。この場合において，当該使

用者に損害が生ずることがあっても，市は，その責めを負わない。 

（委任） 

第４条 この条例の施行に関し必要な事項は，市長が別に定める。 

附 則 

この条例は，公布の日から施行する。 

中略 

附 則（令和７年条例第３１号）抄 

（施行期日） 

１ この条例は，公布の日から起算して１年を超えない範囲内において市規則

で定める日から施行する。ただし，次項の規定は，公布の日から施行する。 

附 則（令和８年条例第 号）抄 

（施行期日） 
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１ この条例は，令和８年４月１日から施行する。 

別表（第２条関係） 

１ 常総市立公民館の設置及び管理に関する条例（昭和３５年水海道市条

例第９号） 

２ 常総市立学校設置に関する条例（昭和３９年水海道市条例第２８号） 

３ 常総市都市公園条例（昭和４１年水海道市条例第４１号） 

４ 常総市吉野公園条例（昭和４４年水海道市条例第１号） 

５ 常総市青少年の家の設置及び管理に関する条例（昭和４５年水海道市

条例第１９号） 

６ 常総市児童館の設置及び管理に関する条例（昭和５４年水海道市条例

第５号） 

７ 水海道あすなろの里の設置及び管理に関する条例（昭和５４年水海道

市条例第９号） 

８ 常総市保健センターの設置及び管理に関する条例（昭和５５年水海道

市条例第１０号） 

９ 常総市立図書館の設置及び管理に関する条例（昭和５６年水海道市条

例第１３号） 

１０ 常総市立集会所の設置及び管理に関する条例（昭和５８年水海道市

条例第６号） 

１１ 常総市隣保館の設置及び管理に関する条例（平成元年水海道市条例

第６号） 

１２ 常総市心身障害者福祉センターの設置及び管理に関する条例（平成

２年水海道市条例第３号） 

１３ 常総市生涯学習センターの設置及び管理に関する条例（平成８年水

海道市条例第１３号） 

１４ 常総市風土博物館条例（平成１３年水海道市条例第８号） 

１５ 常総市福祉会館の設置及び管理に関する条例（平成１４年水海道市

条例第２７号） 

１６１５ 常総市水海道シティハイツ集会所の設置及び管理に関する条例

（平成１５年水海道市条例第２２号） 

１７１６ 常総市地域交流センターの設置及び管理に関する条例（平成１

７年水海道市条例第８９号） 

１８１７ 常総市農村公園の設置及び管理に関する条例（平成１７年水海
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道市条例第１１９号） 

１９１８ 常総市文化センターの設置及び管理に関する条例（平成１７年

水海道市条例第１４６号） 

２０１９ 常総市民俗資料館の設置及び管理に関する条例（平成１７年水

海道市条例第１４９号） 

２１２０ 常総市社会体育施設の設置及び管理に関する条例（平成１７年

水海道市条例第１５０号） 

２２２１ 常総市石下総合福祉センターの設置及び管理に関する条例（平

成１７年水海道市条例第１５９号） 

２３２２ 常総市道の駅地域振興施設の設置及び管理に関する条例（令和

３年常総市条例第２３号） 

２４２３ 常総市市民の広場の設置及び管理に関する条例（令和７年常総

市条例第１６号） 

２５２４ 常総市庁舎等管理保全規則（昭和３８年水海道市規則第８号） 
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○常総市水海道交流センターの設置及び管理に関する条例 

令和７年９月２４日 

条例第３１号 

（設置） 

第１条 地域住民の交流の場及び生涯学習の場を充実させ，多世代交流の活発

化を目指すことを目的として，地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２

４４条の２第１項の規定に基づき，常総市水海道交流センター（以下「セン

ター」という。）を設置する。 

第２条―第２０条 略 

（委任） 

第２１条 この条例の施行に関し必要な事項は，教育委員会規則で定める。 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は，公布の日から起算して１年を超えない範囲内において市規則

で定める日から施行する。ただし，次項の規定は，公布の日から施行する。 

（準備行為） 

２ 指定管理者の指定の手続，施設の利用許可その他の準備行為は，この条例

の施行前においても，行うことができる。 

（議会の議決に付すべき公の施設の利用及び廃止に関する条例の一部改正） 

３ 議会の議決に付すべき公の施設の利用及び廃止に関する条例（昭和３９年

水海道市条例第４１号）の一部を次のように改正する。 

別表第１に次の１号を加える。 

(23) 水海道交流センター 

別表第１に次の１号を加える。 

(22) 水海道交流センター 

（常総市公共施設の暴力団等排除に関する条例の一部改正） 

４ 常総市公共施設の暴力団等排除に関する条例（平成２０年常総市条例第６

号）の一部を次のように改正する。 

別表中第２５項を第２６項とし，第２４項の次に次の１項を加える。 

２５ 常総市水海道交流センターの設置及び管理に関する条例（令和７年

常総市条例第３１号） 

別表中第２４項を第２５項とし，第２３項の次に次の１項を加える。 

２４ 常総市水海道交流センターの設置及び管理に関する条例（令和７年
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常総市条例第３１号） 

附 則（令和８年条例第 号）抄 

（施行期日） 

１ この条例は，令和８年４月１日から施行する。 

別表 略 
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◎議案第８４号 常総市介護保険条例の一部を改正する条例について 

 

本案は，令和７年度税制改正により個人住民税に係る給与所得控除の最低保

障額が引き上げられたことからその影響を考慮し，保険料率の算定の調整を行

うための規定及び特例減免に関する規定を定める改正を行うものです。 

令和７年度税制改正に伴い，保険料段階が変更となる介護保険第１号被保険

者（６５歳以上）が生じ，３年単位（令和６年度～８年度）で計画的に定めて

いる介護保険料収入に変動が生じることで，介護保険事業の運営に影響を及ぼ

す可能性があります。 

これを受け，令和８年度に限り，令和７年度見直し前と同様の給与所得控除

額を用いて保険料を算定できるよう，国が介護保険法施行令の改正を行ったこ

とから，条例においても同様の改正を行うものです。 

また，令和７年度における住民税非課税者については，上記の保険料率の算

定の調整により，令和８年度に住民税課税者とみなされることがあり，意図せ

ず介護保険料が増額されてしまう場合があります。そのような者に関し，令和

８年度の保険料算定において，住民税非課税者と判定する保険料段階まで減免

することを可能とする措置を講ずる改正を行うものです。 
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○常総市介護保険条例 

平成１２年３月２７日 

条例第１４号 

目次 略 

第１章 市が行う介護保険 

第１条 常総市が行う介護保険については，法令に定めがあるもののほか，この

条例の定めるところによる。 

第２条―第６条 略 

（保険料率） 

第７条 令和６年度から令和８年度までの各年度における保険料率は，次の各号

に掲げる第１号被保険者の区分に応じそれぞれ当該各号に定める額とする。 

(1) 介護保険法施行令（平成１０年政令第４１２号。以下「令」という。）第

３９条第１項第１号に掲げる者 ３２，４００円 

(2) 令第３９条第１項第２号に掲げる者 ４８，６００円 

(3) 令第３９条第１項第３号に掲げる者 ４８，９００円 

(4) 令第３９条第１項第４号に掲げる者 ６４，２００円 

(5) 令第３９条第１項第５号に掲げる者 ７０，８００円 

(6) 次のいずれかに該当する者 ８５，２００円 

ア 合計所得金額（地方税法（昭和２５年法律第２２６号）第２９２条第１

項第１３号に規定する合計所得金額をいう。以下同じ。）（租税特別措置

法（昭和３２年法律第２６号）第３３条の４第１項若しくは第２項，第３

４条第１項，第３４条の２第１項，第３４条の３第１項，第３５条第１項，

第３５条の２第１項，第３５条の３第１項又は第３６条の規定の適用があ

る場合にあっては当該合計所得金額から令第２２条の２第２項に規定する

特別控除額を控除して得た額とし，当該合計所得金額が零を下回る場合に

あっては零とする。附則第１２条第１項第２号を除き，以下同じ。）が１

２０万円未満であり，かつ，前各号のいずれにも該当しないもの 

イ 要保護者であって，その者が課される保険料額についてこの号の区分に

よる額を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの（令第３９

条第１項第１号イ（（１）に係る部分を除く。）又は次号イ，第８号イ，

第９号イ，第１０号イ，第１１号イ，第１２号イ若しくは第１３号イに該

当する者を除く。） 

(7) 次のいずれかに該当する者 ９２，４００円 
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ア 合計所得金額が１２０万円以上２１０万円未満であり，かつ，前各号の

いずれにも該当しないもの 

イ 要保護者であって，その者が課される保険料額についてこの号の区分に

よる額を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの（令第３９

条第１項第１号イ（（１）に係る部分を除く。）又は次号イ，第９号イ，

第１０号イ，第１１号イ，第１２号イ若しくは第１３号イに該当する者を

除く。） 

(8) 次のいずれかに該当する者 １０６，２００円 

ア 合計所得金額が２１０万円以上３２０万円未満であり，かつ，前各号の

いずれにも該当しないもの 

イ 要保護者であって，その者が課される保険料額についてこの号の区分に

よる額を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの（令第３９

条第１項第１号イ（（１）に係る部分を除く。）又は次号イ，第１０号イ，

第１１号イ，第１２号イ若しくは第１３号イに該当する者を除く。） 

(9) 次のいずれかに該当する者 １２０，６００円 

ア 合計所得金額が３２０万円以上４２０万円未満であり，かつ，前各号の

いずれにも該当しないもの 

イ 要保護者であって，その者が課される保険料額についてこの号の区分に

よる額を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの（令第３９

条第１項第１号イ（（１）に係る部分を除く。）又は次号イ，第１１号イ，

第１２号イ若しくは第１３号イに該当する者を除く。） 

(10) 次のいずれかに該当する者 １３５，０００円 

ア 合計所得金額が４２０万円以上５２０万円未満であり，かつ，前各号の

いずれにも該当しないもの 

イ 要保護者であって，その者が課される保険料額についてこの号の区分に

よる額を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの（令第３９

条第１項第１号イ（（１）に係る部分を除く。）又は次号イ，第１２号イ

若しくは第１３号イに該当する者を除く。） 

(11) 次のいずれかに該当する者 １４８，８００円 

ア 合計所得金額が５２０万円以上６２０万円未満であり，かつ，前各号の

いずれにも該当しないもの 

イ 要保護者であって，その者が課される保険料額についてこの号の区分に

よる額を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの（令第３９
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条第１項第１号イ（（１）に係る部分を除く。）又は次号イ若しくは第１

３号イに該当する者を除く。） 

(12) 次のいずれかに該当する者 １６３，２００円 

ア 合計所得金額が６２０万円以上７２０万円未満であり，かつ，前各号の

いずれにも該当しないもの 

イ 要保護者であって，その者が課される保険料額についてこの号の区分に

よる額を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの（令第３９

条第１項第１号イ（（１）に係る部分を除く。）又は次号イに該当する者

を除く。） 

(13) 次のいずれかに該当する者 １７７，０００円 

ア 合計所得金額が７２０万円以上８００万円未満であり，かつ，前各号の

いずれにも該当しないもの 

イ 要保護者であって，その者が課される保険料額についてこの号の区分に

よる額を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの（令第３９

条第１項第１号イ（（１）に係る部分を除く。）に該当する者を除く。） 

(14) 前各号のいずれにも該当しない者 １９１，４００円 

２ 令第３９条第５項の規定による第１号被保険者についての保険料の減額賦課

に係る前項第１号に該当する者の令和６年度から令和８年度までの各年度にお

ける保険料率は，同号の規定にかかわらず，２０，４００円とする。 

３ 前項の規定は，第１項第２号に該当する者の令和６年度から令和８年度まで

の各年度における保険料率について準用する。この場合において，前項中「２

０，４００円」とあるのは「３４，８００円」と読み替えるものする。 

４ 第２項の規定は，第１項第３号に該当する者の令和６年度から令和８年度ま

での各年度における保険料率について準用する。この場合において，第２項中

「２０，４００円」とあるのは「４８，６００円」と読み替えるものとする。 

第８条―第２３条 略 

第２４条 第２０条から前条までの過料の額は，情状により，市長が定める。 

２ 第２０条から前条までの過料を徴収する場合において発する納入通知書に指

定すべき納期限は，その発する日から起算して１０日以上を経過した日とする。 

附 則 

（施行期日） 

第１条 この条例は，平成１２年４月１日から施行する。ただし，第２条，第３

条の規定は，公布の日から施行する。 
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第２条―第１２条 略 

（令和３年度から令和５年度までの保険料率の算定に関する基準の特例） 

第１３条 第１号被保険者のうち，令和２年の合計所得金額に所得税法（昭和４

０年法律第３３号）第２８条第１項に規定する給与所得に給与所得（所得税法

（昭和４０年法律第３３号）第２８条第１項に規定する給与所得をいう。以下

同じ。）又は同法第３５条第３項に規定する公的年金等に係る所得が含まれて

いる者の令和３年度における保険料率の算定についての第７条第１項（第６号

ア，第７号ア，第８号ア，第９号ア，第１０号ア及び第１１号アに係る部分に

限る。）の規定の適用については，同項第６号ア中「租税特別措置法」とある

のは，「所得税法（昭和４０年法律第３３号）第２８条第１項に規定する給与

所得又は同法第３５条第３項に規定する公的年金等に係る所得の合計額につい

ては，同法第２８条第２項の規定によって計算した金額及び同法第３５条第２

項第１号の規定によって計算した金額の合計額から１０万円を控除して得た額

（当該額が零を下回る場合には零とする。）によるものとし，租税特別措置法」

とする。 

２ 前項の規定は，令和４年度における保険料率の算定について準用する。この

場合において，同項中「令和２年」とあるのは，「令和３年」と読み替えるも

のとする。 

３ 前項の規定は，令和５年度における保険料率の算定について準用する。この

場合において，同項中「令和２年」とあるのは，「令和４年」と読み替えるも

のとする。 

（令和８年度の保険料率の算定に関する所得の額の算定方法の特例） 

第１４条 第１号被保険者（令和８年度分の保険料の賦課期日において当該保険

料を賦課する市町村に住所を有しない者を除き，令和８年度分の地方税法の規

定による市町村民税の賦課期日において当該保険料を賦課する市町村に住所を

有する者（同法第２９４条第３項の規定により当該市町村の住民基本台帳に記

録されている者とみなされた者を含む。）に限る。以下この条及び次条第１項

において同じ。）のうち，令和７年の合計所得金額に給与所得が含まれている

者（同年中の給与等（所得税法第２８条第１項に規定する給与等をいう。以下

同じ。）の収入金額が５５万１，０００円以上６５万１，０００円未満である

者に限る。）の令和８年度における保険料率の算定についての第７条第１項

（第６号ア，第７号ア，第８号ア，第９号ア，第１０号ア，第１１号ア，第１

２号ア及び第１３号アに係る部分に限る。）の規定の適用については，同項第
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６号ア中「合計所得金額（地方税法（昭和２５年法律第２２６号）第２９２条

第１項第１３号に規定する合計所得金額をいう。以下同じ。）（租税特別措置

法（昭和３２年法律第２６号）第３３条の４第１項若しくは第２項，第３４条

第１項，第３４条の２第１項，第３４条の３第１項，第３５条第１項，第３５

条の２第１項，第３５条の３第１項又は第３６条の規定の適用がある場合にあ

っては当該合計所得金額から令第２２条の２第２項に規定する特別控除額を控

除して得た額とし，当該合計所得金額が零を下回る場合にあっては零とする。

附則第１２条第１項第２号を除き，以下同じ。）」とあるのは，「合計所得金

額（地方税法第２９２条第１項第１３号に規定する合計所得金額をいい，当該

合計所得金額に所得税法第２８条第１項に規定する給与所得が含まれている場

合には，当該給与所得の金額については，同条第２項の規定によって計算した

金額に令和７年中の同条第１項に規定する給与等の収入金額から５５万円を控

除して得た額を加えた額によるものとし，租税特別措置法による特別控除の適

用がある場合には，当該合計所得金額から令第２２条の２第２項に規定する特

別控除額を控除して得た額とし，当該合計所得金額が零を下回る場合には，零

とする。附則第１２条第１項第２号を除き，以下同じ。）」とする。 

２ 第１号被保険者のうち，令和７年の合計所得金額に給与所得が含まれている

者（同年中の給与等の収入金額が６５万１，０００円以上１６１万９，０００

円未満である者に限る。）の令和８年度における保険料率の算定についての第

７条第１項（第６号ア，第７号ア，第８号ア，第９号ア，第１０号ア，第１１

号ア，第１２号ア及び第１３号アに係る部分に限る。）の規定の適用について

は，同項第６号ア中「合計所得金額（地方税法（昭和２５年法律第２２６号）

第２９２条第１項第１３号に規定する合計所得金額をいう。以下同じ。）（租

税特別措置法（昭和３２年法律第２６号）第３３条の４第１項若しくは第２項，

第３４条第１項，第３４条の２第１項，第３４条の３第１項，第３５条第１項，

第３５条の２第１項，第３５条の３第１項又は第３６条の規定の適用がある場

合にあっては当該合計所得金額から令第２２条の２第２項に規定する特別控除

額を控除して得た額とし，当該合計所得金額が零を下回る場合にあっては零と

する。附則第１２条第１項第２号を除き，以下同じ。）」とあるのは，「合計

所得金額（地方税法第２９２条第１項第１３号に規定する合計所得金額をいい，

当該合計所得金額に所得税法第２８条第１項に規定する給与所得が含まれてい

る場合には，当該給与所得の金額については，同条第２項の規定によって計算

した金額に１０万円を加えた額によるものとし，租税特別措置法による特別控
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除の適用がある場合には，当該合計所得金額から令第２２条の２第２項に規定

する特別控除額を控除して得た額とし，当該合計所得金額が零を下回る場合に

は，零とする。附則第１２条第１項第２号を除き，以下同じ。）」とする。 

３ 第１号被保険者のうち，令和７年の合計所得金額に給与所得が含まれている

者（同年中の給与等の収入金額が１６１万９，０００円以上１９０万円未満で

ある者に限る。）の令和８年度における保険料率の算定についての第７条第１

項（第６号ア，第７号ア，第８号ア，第９号ア，第１０号ア，第１１号ア，第

２号ア及び第１３号アに係る部分に限る。）の規定の適用については，同項第

６号ア中「合計所得金額（地方税法（昭和２５年法律第２２６号）第２９２条

第１項第１３号に規定する合計所得金額をいう。以下同じ。）（租税特別措置

法（昭和３２年法律第２６号）第３３条の４第１項若しくは第２項，第３４条

第１項，第３４条の２第１項，第３４条の３第１項，第３５条第１項，第３５

条の２第１項，第３５条の３第１項又は第３６条の規定の適用がある場合にあ

っては当該合計所得金額から令第２２条の２第２項に規定する特別控除額を控

除して得た額とし，当該合計所得金額が零を下回る場合にあっては零とする。

附則第１２条第１項第２号を除き，以下同じ。）」とあるのは，「合計所得金

額（地方税法第２９２条第１項第１３号に規定する合計所得金額をいい，当該

合計所得金額に所得税法第２８条第１項に規定する給与所得が含まれている場

合には，当該給与所得の金額については，同条第２項の規定によって計算した

金額に６５万円から令和７年給与所得控除額（令和７年中の所得税法第２８条

第１項に規定する給与等の収入金額から，当該給与等の収入金額を所得税法等

の一部を改正する法律（令和７年法律第１３号）第１条の規定による改正前の

所得税法別表第５の給与等の金額として，同表により当該金額に応じて求めた

同表の給与所得控除後の給与等の金額を控除して得た額をいう。）を控除して

得た額を加えた額によるものとし，租税特別措置法による特別控除の適用があ

る場合には，当該合計所得金額から令第２２条の２第２項に規定する特別控除

額を控除して得た額とし，当該合計所得金額が零を下回る場合には，零とする。

附則第１２条第１項第２号を除き，以下同じ。）」とする。 

（令和８年度の保険料率の算定に関する基準の特例） 

第１５条 第１号被保険者の令和８年度における保険料率の算定についての第７

条第１項の規定の適用については，当該第１号被保険者の属する世帯の世帯主

及び全ての世帯員のうちに，第１号に掲げる者に該当し，かつ，第２号又は第

３号に掲げる者のいずれかに該当する者があるときは，当該該当する者は，同
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年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されている者とみなす。 

(1) 令和７年の合計所得金額に給与所得が含まれている者（令和８年度分の保

険料の賦課期日において当該保険料を賦課する市町村に住所を有しない者を

除く。）であって，令和８年度分の地方税法の規定による市町村民税の賦課

期日において当該保険料を賦課する市町村に住所を有するもの（同法第２９

４条第３項の規定により当該市町村の住民基本台帳に記録されている者とみ

なされた者を含む。） 

(2) 地方税法第２９５条第１項第２号に掲げる者に該当し，かつ，令和８年度

分の同法の規定による市町村民税が課されていない者であって，次のアから

ウまでに掲げる場合のいずれかに該当するもの 

ア 令和７年中の給与等の収入金額が５５万１，０００円以上６５万１，０

００円未満であり，かつ，１３５万円から同年の合計所得金額を控除して

得た額が，同年中の給与等の収入金額から５５万円を控除して得た額以下

である場合 

イ 令和７年中の給与等の収入金額が６５万１，０００円以上１６１万９，

０００円未満であり，かつ，１３５万円から同年の合計所得金額を控除し

て得た額が１０万円以下である場合 

ウ 令和７年中の給与等の収入金額が１６１万９，０００円以上１９０万円

未満であり，かつ，１３５万円から同年の合計所得金額を控除して得た額

が，６５万円から，同年中の給与等の収入金額から当該給与等の収入金額

を所得税法等の一部を改正する法律（令和７年法律第１３号）第１条の規

定による改正前の所得税法別表第５（以下「別表第５」という。）の給与

等の金額として，別表第５により当該金額に応じて求めた別表第５の給与

所得控除後の給与等の金額を控除して得た額を控除して得た額以下である

場合 

(3) 地方税法第２９５条第１項各号に掲げる者に該当せず，かつ，令和８年度

分の同法の規定による市町村民税が課されていない者であって，次のアから

ウまでに掲げる場合のいずれかに該当するもの 

ア 令和７年中の給与等の収入金額が５５万１，０００円以上６５万１，０

００円未満であり，かつ，地方税法第２９５条第３項に規定する政令で定

める基準に従い当該市町村の条例で定める金額から同年の合計所得金額を

控除して得た額が，同年中の給与等の収入金額から５５万円を控除して得

た額以下である場合 
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イ 令和７年中の給与等の収入金額が６５万１，０００円以上１６１万９，

０００円未満であり，かつ，地方税法第２９５条第３項に規定する政令で

定める基準に従い当該市町村の条例で定める金額から同年の合計所得金額

を控除して得た額が１０万円以下である場合 

ウ 令和７年中の給与等の収入金額が１６１万９，０００円以上１９０万円

未満であり，かつ，地方税法第２９５条第３項に規定する政令で定める基

準に従い当該市町村の条例で定める金額から同年の合計所得金額を控除し

て得た額が，６５万円から，同年中の給与等の収入金額から当該給与等の

収入金額を別表第５の給与等の金額として，別表第５により当該金額に応

じて求めた別表第５の給与所得控除後の給与等の金額を控除して得た額を

控除して得た額以下である場合 

２ 第１号被保険者の令和８年度における保険料率の算定についての第７条第１

項の規定の適用については，当該第１号被保険者が前項第１号に掲げる者に該

当し，かつ，同項第２号又は第３号に掲げる者のいずれかに該当するときは，

当該第１号被保険者は，同年度分の地方税法の規定による市町村民税が課され

ている者とみなす。 

（令和８年度における前年度非課税者に係る保険料の減免） 

第１６条 第１号被保険者又はその属する世帯の世帯主及び全ての世帯員のうち

に令和７年度及び令和８年度の各年度分の地方税法の規定による市町村民税が

課されていない者で令附則第２５条及び前条の規定により令和８年度分の同法

の規定による市町村民税が課されているものとみなされることとなるもの（令

和７年度分の同法の規定による市町村民税が課されていないことを本市が保有

する情報で確認することができる者に限る。以下「みなし課税者」という。）

がいる場合であって，そのみなされることにより当該第１号被保険者の令和８

年度分の保険料に係る保険料段階（第７条第１項各号に掲げる区分をいう。以

下同じ。）が，当該みなし課税者に令附則第２５条及び前条の規定の適用がな

いものとした場合に決定されるべき当該第１号被保険者の令和８年度分の保険

料に係る保険料段階（次項において「令附則第２５条等非適用保険料段階」と

いう。）よりも保険料率の高い保険料段階に決定されるときは，当該第１号被

保険者の令和８年度分の保険料を減免する。 

２ 前項の規定による減免後の令和８年度分の保険料の額は，令附則第２５条等

非適用保険料段階の保険料率により算定した保険料の額とする。 

３ 第１項の規定による保険料の減免については，保険料の納付義務者の申請を
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要しない。 

中略 

附 則（令和６年条例第６号） 

（施行期日） 

１ この条例は，令和６年４月１日から施行する。 

（適用区分） 

２ 改正後の常総市介護保険条例の規定は，令和６年度以降の年度分の保険料か

ら適用し，令和５年度以前の年度分の保険料については，なお従前の例による。 

附 則（令和８年条例第 号） 

この条例は，令和８年４月１日から施行する。 
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◎議案第８５号 常総市立公民館の設置及び管理に関する条例の一部を改正する

条例について 

 

本案は，水海道公民館の後継施設である水海道交流センターのオープンに伴

って同館を廃止することとし，条例中の別表に定められているその名称，位置

及び設置区域を削る改正を行おうとするものです。 

水海道公民館につきましては，昭和４８年に供用を開始し，社会教育活動を

行う場として５２年間の長きにわたって地域の皆様に親しまれてまいりました。 

この度，地域住民の交流の場及び生涯学習の場を充実させ，多世代交流の活

発化を目指すことを目的として，次年度に間もなく竣工する民間施設内に水海

道交流センターを開設いたします。これに伴いまして，老朽化の進む水海道公

民館の利用を廃止することとし，条例中に定める同館に関する規定を改正する

ことといたします。 
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○常総市立公民館の設置及び管理に関する条例 

昭和３５年３月３１日 

条例第９号 

（趣旨） 

第１条 この条例は，社会教育法（昭和２４年法律第２０７号。以下「法」とい

う。）第２４条の規定に基づき，常総市立公民館の設置及び管理に関し必要な

事項を定めるものとする。 

（設置） 

第２条 法第２１条第１項の規定に基づき，別表のとおり公民館を設置する。 

（職員等） 

第３条 公民館に館長を置き，主事その他必要な職員を置くことができる。 

２ 館長の任期は，２年とし，再任を妨げない。 

３ 館長は，公民館の行う各種の事業の企画実施その他必要な事務を行い，所属

職員を監督する。 

４ 主事は，館長の命を受け，公民館の事業の実施に当たる。 

（審議会の設置） 

第４条 法第２９条第１項の規定に基づき，常総市公民館運営審議会（以下「審

議会」という。）を置く。 

２ 審議会は，別表に掲げる公民館に関する法第２９条第２項に規定する事項を

行うものとする。 

３ 審議会の庶務は，教育委員会事務局生涯学習課において処理する。 

（委員の定数等） 

第５条 審議会の委員（以下「委員」という。）の定数は，２０人以内とし，次

に掲げるもののうちから，常総市教育委員会（以下「教育委員会」という。）

が委嘱する。 

(1) 学校教育及び社会教育の関係者 

(2) 家庭教育の向上に資する活動を行う者 

(3) 学識経験のある者 

２ 委員の任期は，２年とし，再任を妨げない。ただし，補欠による委員の任期

は，前任者の残任期間とする。 

３ 委員が第１項に規定する委嘱の基準に該当しなくなった場合又は特別の事情

が生じた場合には，教育委員会は，その任期中であってもこれを解嘱すること

ができる。 
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（使用の許可） 

第６条 公民館を使用しようとする者は，教育委員会の許可を受けなければなら

ない。許可に係る事項を変更しようとするときも，同様とする。 

（使用許可の制限） 

第７条 教育委員会は，次の各号のいずれかに該当するときは，公民館の使用を

許可しない。 

(1) 法第２３条の規定に違反すると認めたとき。 

(2) 公の秩序を乱し，又は善良な風俗を害するおそれがあると認めたとき。 

(3) 施設又は設備を滅失し，又は損傷するおそれがあると認めたとき。 

(4) 前３号に掲げるもののほか，管理上支障があると認めたとき。 

（使用許可の取消し等） 

第８条 教育委員会は，次の各号のいずれかに該当するときは，使用の許可を取

り消し，又は使用を中止させ，若しくは変更させることができる。 

(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。 

(2) 使用許可の条件に違反したとき。 

(3) 使用中に著しく秩序を乱す行為があったとき。 

(4) 使用上遵守すべき事項に違反する行為があったとき。 

(5) 前各号に掲げるもののほか，教育委員会が必要と認めたとき。 

（目的外使用等の禁止） 

第９条 公民館の使用許可を受けた者（以下「使用者」という。）は，許可を受

けた目的以外に公民館を使用し，又はその権利を譲渡し，若しくは転貸しては

ならない。 

（特別の設備） 

第１０条 使用者は，公民館に特別に設備をしようとするときは，教育委員会の

承認を受けなければならない。 

（原状回復の義務） 

第１１条 使用者は，公民館の使用を終わったとき若しくは中止させられたとき

又は使用許可を取り消されたときは，直ちに公民館を原状に復さなければなら

ない。 

２ 市長は，使用者が前項の義務を履行しないときは，使用者に代わってこれを

執行し，その要した費用を使用者から徴収することができる。 

（損害賠償の義務） 

第１２条 使用者は，公民館の施設，附属設備又は備品類を損傷し，又は滅失し



議案第８５号関係 

81 

たときは，直ちに館長に届け出るとともに，これによって生じた損害を賠償し

なければならない。ただし，市長がやむを得ない理由があると認めたときは，

その全部又は一部を免除することができる。 

（委任） 

第１３条 この条例に定めるもののほか必要な事項は，教育委員会規則で定める。 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は，昭和３５年４月１日から施行する。 

（水海道市公民館設置管理等に関する条例の廃止） 

２ 水海道市公民館設置管理等に関する条例（昭和３０年水海道市条例第１３号）

は，廃止する。 

（石下町の編入に伴う経過措置） 

３ 石下町の編入の日から平成１８年３月３１日までの間に限り，第５条の規定

にかかわらず，委員の定数は３５人とする。 

中略 

附 則（令和４年条例第２６号）抄 

（施行期日） 

１ この条例は，令和５年４月１日から施行する。 

附 則（令和８年条例第 号） 

（施行期日） 

１ この条例は，常総市水海道交流センターの設置及び管理に関する条例（令和

７年常総市条例第３１号）の施行の日から施行する。 

（常総市公告式条例の一部改正） 

２ 常総市公告式条例（昭和３９年水海道市条例第３３号）の一部を次のように

改正する。 

別表常総市水海道栄町２６８０番地１の項を削る。 

別表（第２条，第４条関係） 

名称 位置 設置区域 

水海道公民館 常総市水海道栄町２６８０番

地１ 

水海道小学校区 

大生公民館 常総市平町４４１番地 大生小学校区 

五箇公民館 常総市上蛇町１８９９番地１ 五箇小学校区 
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三妻公民館 常総市三坂町１５４４番地３ 三妻小学校区 

大花羽公民館 常総市大輪町４６４番地５ 菅原小学校区のうち羽生

町，大輪町及び花島町 

菅原公民館 常総市大生郷町１９６０番地

１ 

菅原小学校区のうち横曽

根新田町，笹塚新田町，

五郎兵衛新田町，大生郷

町，大生郷新田町及び伊

左衛門新田町 

豊岡公民館 常総市豊岡町丙１５８７番地 豊岡小学校区 

坂手公民館 常総市坂手町６２１９番地１ 絹西小学校区のうち坂手

町 

内守谷公民館 常総市内守谷町２７４３番地

２ 

絹西小学校区のうち内守

谷町 

菅生公民館 常総市菅生町１１８７番地１

０ 

菅生小学校区 

石下中央公民館 常総市本石下８５番地 玉小学校区，石下小学校

区及び豊田小学校区 

石下西公民館 常総市鴻野山１５６番地 岡田小学校区及び飯沼小

学校区 
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○常総市公告式条例 

昭和３９年６月２７日 

条例第３３号 

水海道市公告式条例（昭和２５年水海道市条例第１１８号）の全部を改正する。 

（趣旨） 

第１条 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１６条の規定に基づく公告式

は，この条例の定めるところによる。 

（条例の公布） 

第２条 条例を公布しようとするときは，公布の旨の前文及び年月日を記入して，

その末尾に市長が署名しなければならない。 

２ 条例の公布は，次に掲げる掲示場に掲示してこれを行う。 

(1) 常総市水海道諏訪町３２２２番地３常総市役所前の掲示場 

(2) 常総市新石下４３１０番地１常総市役所石下庁舎前の掲示場 

３ 前項の掲示をしたときは，その謄本を作り別表の掲示場に掲示することがで

きる。 

（規則に関する準用） 

第３条 前条の規定は，市長の定める規則（次条において「規則」という。）の

公布について準用する。 

（規程の公表） 

第４条 規則を除くほか，市長の定める規程を公表しようとするときは，公布又

は公表の旨の前文，年月日及び市長名を記入して市長印を押印しなければなら

ない。 

２ 第２条第２項及び第３項の規定は，前項の規程について準用する。 

（その他の規則及び規程の公表） 

第５条 第２条の規定は，議会の会議規則，傍聴規則その他市の機関（市長及び

教育委員会を除く。以下同じ。）の定める規則について準用する。この場合に

おいて，同条中「市長」とあるのは「当該機関又は当該機関を代表する者」と

読み替えるものとする。 

２ 前条の規定は，市の機関の定める規程で公表を要するものについて準用する。

この場合において，同条第１項中「市長の」とあるのは「市の機関（市長及び

教育委員会を除く。）の」と，「市長名」とあるのは「当該機関名又は当該機

関の代表者名」と，「市長印」とあるのは「当該機関の印又は当該機関を代表

する者の印」と読み替えるものとする。 
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（規則及び規程の施行期日） 

第６条 市長又は市の機関の定める規則又は規程は，それぞれ当該規則又は規程

において特に施行期日を定めることができる。 

附 則 

この条例は，公布の日から施行する。 

中略 

附 則（平成２２年条例第２９号）抄 

（施行期日） 

１ この条例は，平成２２年８月３０日から施行する。 

附 則（令和８年条例第 号）抄 

（施行期日） 

１ この条例は，常総市水海道交流センターの設置及び管理に関する条例（令和

７年常総市条例第３１号）の施行の日から施行する。 

別表（第２条関係） 

掲示場 

常総市水海道栄町２６８０番地１ 

常総市豊岡町丙１５８７番地 

常総市大生郷町１９６０番地１ 

常総市大輪町４６４番地５ 

常総市三坂町１５４４番地３ 

常総市上蛇町１８９９番地１ 

常総市平町４４１番地 

常総市坂手町６２１９番地１ 

常総市内守谷町２７４３番地２ 

常総市菅生町１１８７番地１０ 

常総市豊田１０８１番地１ 

常総市杉山６７６番地 

常総市鴻野山１５６番地 

常総市原宿１３８０番地 
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◎議案第８６号 常総市中小企業事業資金融資あっせん条例の一部を改正する条

例について 

 

本案は，市内の中小企業の振興を図るために実施している融資保証のあっせ

んにつきまして，その保証期間の最長限度を引き上げる改正を行うものです。 

中小企業が事業資金の融資を受ける場合における融資保証のあっせんに関し

ましては，茨城県信用保証協会と連携し，茨城県信用保証協会が作成する市町

村中小企業金融制度要項に基づき実施しております。市が融資保証をあっせん

できる最高限度額は，この地方に特有な事業を営む企業の振興を図るための設

備資金等を融資する振興金融にあっては２千万円まで，事業上必要な設備資金

等を融資する自治金融にあっては１千万円までとなっており，保証期間につき

ましては，両制度とも７年を最長限度としております。 

今回，市町村中小企業金融制度要項が改正され，中小企業の資金繰りの安定

に資するため，令和８年４月１日保証申込受付分から保証期間の最長限度が現

行の７年から１０年に延伸されることに伴い，条例中に定めるこれらの限度を

同様に改正いたします。 
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○常総市中小企業事業資金融資あっせん条例 

昭和５０年３月２７日 

条例第２３号 

（目的） 

第１条 この条例は，市内の中小企業者に対する事業資金の融資とこれに関する

保証を強力にあっせんし，もって市内中小企業者の金融の円滑化を図ることを

目的とする。 

（保証機関及び融資機関） 

第２条 保証機関は，茨城県信用保証協会（以下「保証協会」という。）とし，

融資機関は，保証協会と債務保証に関する約定を締結している金融機関のうち

市長が適当と認めたものとする。 

第３条 削除 

（融資保証） 

第４条 市長は，第６条に規定する振興金融及び自治金融（第８条第２項の特別

小口保証を含む。）について融資保証のあっせんを行うものとする。 

（融資保証の対象） 

第５条 融資保証のあっせんを受けることができる者は，次の各号に掲げる要件

のいずれにも該当する中小企業者とする。 

(1) 市内に居住し，又は事業所を有し，同一事業を引き続き３箇月以上営んで

いること。 

(2) 中小企業信用保険法施行令（昭和２５年政令第３５０号）第１条に定める

業種を営んでいること。 

(3) 市税を完納していること。 

(4) 保証協会が行った代位弁済に係る債務の履行が終了していること。 

２ 前項の規定にかかわらず，第８条第２項の特別小口保証のあっせんを受ける

ことができる者は，前項各号に掲げる要件のほか，規則で定める要件を備える

ものとする。 

（資金の使途） 

第６条 融資保証のあっせんを受けられる資金は，次に掲げるとおりとする。 

(1) 振興金融 

ア この地方に特有な事業を営む企業の振興を図るための設備資金及び運転

資金 

イ 設備の近代化を図るための設備資金 
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ウ 中小企業等協同組合の共同施設の設備資金 

エ その他中小企業を育成するため行政上適当と認める設備資金及び運転資

金 

(2) 自治金融 事業上必要な設備資金及び運転資金 

（融資保証の総額） 

第７条 市が融資保証をあっせんできる総額は，保証協会に出えんした累計額の

８０倍の額を限度とする。 

（融資保証の最高限度額） 

第８条 一の企業に対して融資保証をあっせんする最高限度額は，次のとおりと

する。 

(1) 振興金融 ２，０００万円 

(2) 自治金融 １，０００万円 

２ 前項第２号の規定にかかわらず，自治金融における特別小口保証の場合は，

５００万円を限度とする。 

（融資保証の期間） 

第９条 融資保証の期間は，次に掲げるとおりとする。 

(1) 振興金融 ７年１０年以内 

(2) 自治金融 ７年１０年以内 

（貸付の形式等） 

第１０条 融資保証の貸付形式及び返済方法は，次に掲げるとおりとする。 

(1) 振興金融の貸付形式は，証書貸付又は手形貸付とし，返済方法は，一括又

は分割返済とする。ただし，設備資金の場合には，６箇月以内の据置期間を

設けることができる。 

(2) 自治金融の貸付形式は，証書貸付又は手形貸付とし，返済方法は，均等月

賦返済とする。ただし，設備資金の場合には，６箇月以内の据置期間を設け

ることができる。 

（保証人及び担保） 

第１１条 融資保証の保証人は，原則として，法人事業者にあっては当該法人事

業者の代表者を連帯保証人とし，個人事業者にあっては保証人を要しない。 

２ 物的担保は，必要に応じてこれを徴するものとする。 

３ 前２項の規定にかかわらず，第８条第２項の特別小口保証の場合は，連帯保

証人及び物的担保を要しない。 

（融資保証の申込み） 
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第１２条 融資保証の申込みをしようとする者は，申込書を市長に提出しなけれ

ばならない。 

（融資保証の審査） 

第１３条 市長は，融資保証の審査機関として，常総市中小企業金融審査委員会

（以下「金融審査委員会」という。）を置く。 

２ 市長は，前条の申込みを受けたときは，金融審査委員会に諮り，適格と認め

た者に限り，融資保証のあっせんを行うものとする。 

（使途の変更） 

第１４条 融資保証のあっせんを受けた者（以下「借受人」という。）が，その

資金の使途を変更しようとするときは，あらかじめ市長の承認を受けなければ

ならない。 

（調査報告等） 

第１５条 市長は，借受人に対し，その資金に関連する事項について調査し，若

しくは報告を徴し，又は必要な限度において指示することができる。 

（報告義務） 

第１６条 借受人は，その事業経営に関し重大な障害事情が生じたときは，直ち

に市長に報告しなければならない。 

（保証機関及び融資機関の報告） 

第１７条 市長は，保証協会又は融資機関に対して借受人の融資保証資金の返還

状況その他必要な事項に関し報告を求めることができる。 

（損失補償） 

第１８条 この条例による保証協会の保証債務につき保証協会において代位弁済

をしたときは，保証協会の損失分についてその２分の１に相当する金額を保証

協会に補償するものとする。 

２ 前項の補償をするため，市は，保証協会に予算の範囲内において基金を寄託

するものとする。 

（損失補償に係る債権の放棄） 

第１９条 市長は，前条第１項の規定により保証協会の損失分について補償する

場合において，あらかじめ，保証協会から保証債務の履行によって生ずる保証

協会の求償権について，これを放棄し，又は他の者に譲渡（求償権の金額に満

たない額での譲渡に限る。）をする旨の申出を受けたときは，市が行う補償に

係る債権の全部又は一部を放棄することができる。ただし，規則で定めるとこ

ろにより当該申出に係る借受人の事業の再生に資すると認められる場合に限る。 



議案第８６号関係 
 

89 

（他機関との契約） 

第２０条 市長は，この条例の実施に関し，保証協会及び融資機関との間に必要

な契約を締結するものとする。 

（委託） 

第２１条 市長は，振興金融及び自治金融の融資保証のあっせんに関する事務を

常総市商工会長に委託することができる。 

（規則への委任） 

第２２条 この条例の施行に関し必要な事項は，規則で定める。 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は，昭和５０年４月１日から施行する。 

（水海道市中小企業合理化融資保証条例の廃止） 

２ 水海道市中小企業合理化融資保証条例（昭和３４年水海道市条例第１４号）

は，廃止する。 

（経過規定） 

３ 廃止前の水海道市中小企業合理化融資保証条例の規定により，融資保証のあ

っせんを受けた資金については，なお従前の例による。 

（石下町の編入に伴う経過措置） 

４ 石下町の編入の日前に，石下町中小企業事業資金融資あつ旋条例（昭和５０

年石下町条例第８号）の規定によりなされた処分，手続その他の行為は，この

条例の相当規定によりなされたものとみなす。 

中略 

附 則（平成２５年条例第１２号） 

この条例は，平成２５年４月１日から施行する。 

附 則（令和８年条例第 号） 

この条例は，令和８年４月１日から施行する。 
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◎議案第８７号 常総市水道事業給水条例の一部を改正する条例について 

 

本案は，災害その他非常の場合において，給水装置の早期復旧を図るための

規定を加える改正を行うものです。 

需要者に水を供給するために必要な給水装置の新設等の工事は，市長又は市

長が指定した者，いわゆる指定給水装置工事事業者が施行することとされてお

ります。 

一方で，令和６年１月に発生した能登半島地震において，多くの家屋で給水

装置が破損したことや，指定給水装置工事事業者自身も被災したことで，工事

を行うことができる指定給水装置工事事業者の確保が困難な状況になったこと

により，給水装置の復旧が遅れ，水が使用できない状況が長期化しました。 

これを踏まえて，被災地での給水装置の工事の適正な実施を図るため，災害

その他非常の場合において，市長が他の水道事業者又は他の水道事業者が指定

した給水装置工事事業者が給水装置の新設等の工事を施行する必要があると認

めるときは，給水装置の新設等の工事を行うことを可能とする規定を加えるも

のです。
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○常総市水道事業給水条例 

平成１０年３月２３日 

条例第７号 

水海道市水道事業給水条例（昭和３９年水海道市条例第２１号）の全部を改正

する。 

目次 略 

第１章 総則 

（趣旨） 

第１条 この条例は，常総市が設置する水道事業の給水についての料金及び給水

装置工事の費用負担その他の供給条件並びに給水の適正を保持するために必要

な事項を定めるものとする。 

第２条―第６条 略 

（工事の施行） 

第７条 給水装置工事は，市長又は市長が法第１６条の２第１項の指定をした者

（以下「指定給水装置工事事業者」という。）が施行する。ただし，災害その

他非常の場合において，市長が他の水道事業者（法第３条第５項に規定する水

道事業者をいう。以下この項において同じ。）又は他の水道事業者が法第１６

条の２第１項の指定をした者が給水装置工事を施行する必要があると認めると

きは，この限りでない。 

２ 前項の規定により指定給水装置工事事業者が給水装置工事を施行する場合は，

あらかじめ市長の設計審査（使用材料の確認を含む。）を受け，かつ，工事竣

工後に市長の工事検査を受けなければならない。 

第８条―第４１条 略 

（料金を免れた者に対する過料） 

第４２条 市長は，詐欺，その他不正の行為によって，第２３条の料金又は第２

９条の手数料の徴収を免れた者に対し，徴収を免れた金額の５倍に相当する金

額（当該５倍に相当する金額が５０，０００円を超えないときは，５０，００

０円とする。）以下の過料を科することができる。 

附 則 

（施行期日） 

第１条 この条例は，平成１０年４月１日（以下「施行日」という。）から施行

する。 

（経過措置） 
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第２条 この条例の施行の際，改正前の水海道市水道事業給水条例によってなさ

れた承認，検査その他の処分又は申込み，届出その他の手続は，それぞれこの

条例による改正後の水海道市水道事業給水条例（以下「新条例」という。）の

相当規定によってなされたものとみなす。 

２ 新条例第２９条第１号及び第２号の規定は，施行日以後になされた第５条第

１号の規定による申込みに係る給水装置工事について適用する。 

（石下町の編入に伴う経過措置） 

第３条 石下町の編入の日（以下「編入日」という。）前に，石下町水道事業給

水条例（平成１５年石下町条例第５号。以下「石下町条例」という。）の規定

によりなされた処分，手続その他の行為は，この条例の相当規定によりなされ

たものとみなす。 

２ 平成１８年１月に限り，石下水道事業に係る第２６条の適用については，石

下町条例第２６条第１項及び第２項の例による。 

３ 編入日前に編入前の石下町の区域においてなされた行為に対する罰則の適用

については，石下町条例の例による。 

中略 

附 則（令和６年条例第１１号） 

この条例は，令和６年４月１日から施行する。 

附 則（令和８年条例第 号） 

この条例は，公布の日から施行する。 
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◎議案第８８号 市道の路線の廃止について（２６０３号線） 

 

路 線 名 起 点 終 点 

２６０３ 

羽生町６９２－１ 豊岡町６６０ 

路線の延長 幅員（最大） 幅員（最小） 

１０４．７２ｍ １．８０ｍ １．８０ｍ 
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◎議案第８９号 市道の路線の廃止について（３４６９号線） 

 

路 線 名 起 点 終 点 

３４６９ 

豊岡町乙１１９０－１ 豊岡町乙１１６６ 

路線の延長 幅員（最大） 幅員（最小） 

３２０．３７ｍ ３．６０ｍ ２．３０ｍ 
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◎議案第９０号 市道の路線の変更について（２６０５号線） 

変  更  前 

 

路 線 名 起 点 終 点 

２６０５ 

豊岡町甲５５－３ 豊岡町甲６１－２ 

路線の延長 幅員（最大） 幅員（最小） 

１１８．２０ｍ ４．００ｍ ２．００ｍ 
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変  更  後 

 

路 線 名 起 点 終 点 

２６０５ 

豊岡町甲６２－４ 豊岡町甲６２－２ 

路線の延長 幅員（最大） 幅員（最小） 

２１．７９ｍ ４．００ｍ ４．００ｍ 
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◎議案第９１号 市道の路線の変更について（３４７５号線） 

◎議案第９２号 市道の路線の変更について（３４８６号線） 

変  更  前 

 

路線名 起 点 終 点 
路線延長

（ｍ） 

幅員（ｍ） 

最大 最小 

3475 豊岡町乙98 豊岡町乙87 180.48 1.50 1.50 

3486 豊岡町乙230 豊岡町乙195 29.29 3.90 3.00 
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変  更  後 

 

路線名 起 点 終 点 
路線延長

（ｍ） 

幅員（ｍ） 

最大 最小 

3475 豊岡町乙98 豊岡町乙86-2 164.02 1.50 1.10 

3486 豊岡町乙230-1 豊岡町乙195-1 21.49 3.90 2.80 
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◎議案第９３号 市道の路線の変更について（３６５５号線） 

変  更  前 

 

路 線 名 起 点 終 点 

３６５５ 

坂手町８２１５ 坂手町４８０－１ 

路線の延長 幅員（最大） 幅員（最小） 

１，２９２．９５ｍ ８．００ｍ ３．００ｍ 
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変  更  後 

 

路 線 名 起 点 終 点 

３６５５ 

坂手町８２１５ 坂手町４８０－８ 

路線の延長 幅員（最大） 幅員（最小） 

１，２７８．７０ｍ ８．００ｍ ３．００ｍ 
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◎議案第９４号 市道の路線の変更について（２５４１号線） 

変  更  前 

 

路 線 名 起 点 終 点 

２５４１ 

大輪町１５１６－１ 大輪町１５２０ 

路線の延長 幅員（最大） 幅員（最小） 

１３３．２８ｍ ３．５０ｍ ２．８０ｍ 
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変  更  後 

 

路 線 名 起 点 終 点 

２５４１ 

大輪町１６４２－１ 大輪町１５２１－２ 

路線の延長 幅員（最大） 幅員（最小） 

２０９．４０ｍ ３．５０ｍ １．７０ｍ 
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◎議案第９５号 市道の路線の変更について（２５５９号線） 

◎議案第９６号 市道の路線の変更について（２５８１号線） 

◎議案第９７号 市道の路線の変更について（２５９７号線） 

 

変  更  前 

 
 

路線名 起 点 終 点 
路線延長

（ｍ） 

幅員（ｍ） 

最大 最小 

2559 羽生町227 羽生町219-1 81.59 3.20 2.80 

2581 豊岡町丁1616-1 羽生町477 1,229.43 4.00 2.60 

2597 羽生町615 羽生町608-1 143.44 2.50 2.50 
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変  更  後 

 
 

路線名 起 点 終 点 
路線延長

（ｍ） 

幅員（ｍ） 

最大 最小 

2559 羽生町227 羽生町235-2 158.59 3.20 1.70 

2581 豊岡町丁1616-1 羽生町502-2 1,289.07 4.00 1.50 

2597 羽生町615 羽生町604-2 205.44 2.50 2.00 
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◎議案第９８号 市道の路線の変更について（３９４７号線） 

変  更  前 

 

路 線 名 起 点 終 点 

３９４７ 

内守谷町２８０５ 内守谷町５８２０－１ 

路線の延長 幅員（最大） 幅員（最小） 

１，８５７．５３ｍ １２．３５ｍ ４．１５ｍ 
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変  更  後 

 

路 線 名 起 点 終 点 

３９４７ 

内守谷町４７９２－２ 内守谷町６０２６ 

路線の延長 幅員（最大） 幅員（最小） 

１，６９５．７４ｍ １２．３５ｍ ４．１５ｍ 
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◎議案第９９号 市道の路線の変更について（２６７１号線） 

変  更  前 

 

路 線 名 起 点 終 点 

２６７１ 

豊岡町乙２０１８ 豊岡町乙１５７２－１ 

路線の延長 幅員（最大） 幅員（最小） 

６６７．６６ｍ ５．００ｍ ３．００ｍ 
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変  更  後 

 

路 線 名 起 点 終 点 

２６７１ 

豊岡町乙２０１８－１ 豊岡町乙１７０６－３ 

路線の延長 幅員（最大） 幅員（最小） 

３５５．４０ｍ ５．００ｍ ３．５０ｍ 
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◎議案第１００号 市道の路線の変更について（２６８９号線） 

◎議案第１０１号 市道の路線の変更について（３９３４号線） 

変  更  前 

 

路線名 起 点 終 点 
路線延長

（ｍ） 

幅員（ｍ） 

最大 最小 

2689 豊岡町乙1527-2 豊岡町乙1499 312.33 4.50 4.00 

3934 豊岡町乙1499-1 豊岡町乙1191-1 529.34 8.47 4.00 
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変  更  後 

 

路線名 起 点 終 点 
路線延長

（ｍ） 

幅員（ｍ） 

最大 最小 

2689 豊岡町乙1526-2 豊岡町乙1526-3 54.40 4.00 4.00 

3934 豊岡町乙1182 豊岡町乙1490-1 229.73 8.47 4.00 
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◎議案第１０２号 市道の路線の変更について（西３４２号線） 

変  更  前 

 

路 線 名 起 点 終 点 

西３４２ 

古間木２０１７－２ 古間木２０１１－１ 

路線の延長 幅員（最大） 幅員（最小） 

５６２．３９ｍ ６．３５ｍ １．９０ｍ 

  

・
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変  更  後 

 

路 線 名 起 点 終 点 

西３４２ 

大沢２０１４－３ 大沢２０１１－１ 

路線の延長 幅員（最大） 幅員（最小） 

５４５．００ｍ ６．３５ｍ １．９０ｍ 

 

・
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◎議案第１０３号 市道の路線の認定について（６０３８号線） 

 

路 線 名 起 点 終 点 

６０３８ 

坂手町１０４１－４ 坂手町８７５－１ 

路線の延長 幅員（最大） 幅員（最小） 

３４５．１１ｍ ６．９０ｍ ２．４０ｍ 


